
一　

序
論
―
問
題
の
所
在
と
目
的
―

二　

本
論
―
国
際
法
学
上
の
問
題
点
と
二
つ
の
視
点
―

（
一
）
領
土
問
題
に
お
け
る
国
際
法
学
上
の
問
題
点
と
そ
の
影
響

　
（
1
）
領
土
問
題
の
一
般
的
問
題
点
―critical date

と
適
用
法
の
確
定
問
題
―

　
（
2
）
日
本
の
有
す
る
領
土
問
題
の
根
本
問
題
―
竹
島
・
尖
閣
問
題
を
素
材
と
し
て
―

　
（
3
）
根
本
問
題
の
連
動
性
と
矛
盾
の
発
生
―
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
法
論
理
と
政
治
的
主
張
―

（
二
）
領
土
問
題
に
関
す
る
二
つ
の
視
点

　
（
1
）
領
域
主
権
観
念
の
変
遷
―
帰
属
か
ら
管
理
へ
―

　
（
2
）
国
際
関
係
論
に
お
け
る
認
識
―
時
間
と
い
う
視
点
―

三　

結
論
―
ま
と
め
と
課
題
―

一
　
序
論
―
問
題
の
所
在
と
目
的
―

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
社
会
に
緊
張
を
も
た
ら
し
て
い
た
東
西
冷
戦
体
制
が
崩
壊
し
、
全
世
界
が
資
本
主
義
的
な
意
味
で
の
自
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由
主
義
の
潮
流
に
飲
み
込
ま
れ
、
同
時
に
様
々
な
分
野
で
新
し
い
発
展
と
問
題
が
発
生
し
て
い
る
現
代
国
際
社
会
で
は
、
領
土
問
題
あ

る
い
は
領
有
権
問
題
と
い
う
い
わ
ば
政
治
的
・
軍
事
的
勢
力
圏
に
関
す
る
古
い
問
題
が
、
天
然
資
源
の
確
保
あ
る
い
は
そ
れ
に
連
動
し

た
管
轄
海
域
の
拡
大
と
い
う
意
味
を
有
し
て
、
改
め
て
生
じ
る
様
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
地
球
上
の
空
間
の
分
割
問
題
が
、
現
代
的
意
味

を
与
え
ら
れ
て
再
登
場
あ
る
い
は
再
問
題
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
1
）。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
日
本
は
、
北
方
領
土
問
題
、
竹
島
問
題

及
び
尖
閣
諸
島
問
題
を
領
土
問
題
（
以
下
、「
領
有
権
の
帰
属
問
題
」
と
同
義
で
使
用
す
る
。）
と
し
て
抱
え
て
お
り
、
未
だ
解
決
に
至
っ

て
い
な
い
。

　

例
え
ば
北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
ロ
双
方
の
主
張
が
有
る
が
、
そ
の
中
で
も
日
ソ
中
立
条
約
の
有
効
期
間
中
で
あ
っ
た

一
九
四
五
年
八
月
九
日
に
ソ
連
［
当
時
］
は
対
日
攻
撃
を
開
始
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
北
方
四
島
を
占
領
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
と

い
う
条
約
違
反
の
点
、
及
び
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
で
日
本
が
放
棄
し
た
千
島
列
島
に
は
当
該
四
島
は
含
ま
れ
な
い
と
い
う
点

で
、
問
題
化
し
て
い
る
（
2
）。
ま
た
竹
島
問
題
に
つ
い
て
は
、
韓
国
側
は
「『
粛
宗
実
録
』
の
記
述
を
基
に
、
安
龍
福
は
干
山
＝
松
島
＝
（
今

日
の
）
竹
島
が
朝
鮮
領
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
同
島
水
域
を
日
本
人
が
侵
犯
し
な
い
よ
う
に
守
っ
た
、
と
主
張
し
て
い
る
（
3
）」。
そ
れ
に

対
し
て
日
本
側
は
、「
元
禄
九
年
正
月
に
欝
陵
島
渡
航
禁
止
の
指
令
が
出
さ
れ
て
お
り
、
安
龍
福
が
来
た
同
年
五
月
に
は
日
本
人
は
渡

航
し
て
い
な
い
、
し
た
が
っ
て
同
人
の
供
述
は
事
実
に
反
す
る
（
鎖
国
の
禁
を
破
っ
た
言
い
逃
れ
で
あ
る
）、
と
し
て
記
録
と
し
て
の
価

値
を
否
定
し
て
い
る
（
4
）」。
ま
た
一
九
〇
五
年
（
明
治
三
十
八
年
）
一
月
二
十
八
日
に
内
務
大
臣
の
精
議
に
よ
っ
て
竹
島
の
日
本
領
土
へ
の

編
入
を
閣
議
決
定
し
、
同
年
二
月
二
十
二
日
付
で
島
根
県
知
事
は
同
県
告
示
第
四
〇
号
を
も
っ
て
「
…
本
県
所
属
隠
岐
島
司
ノ
所
管
ト

定
メ
ラ
ル
」
と
告
示
し
た
が
、
当
該
決
定
と
島
根
県
告
示
に
対
し
て
韓
国
側
は
、「［
国
際
法
上
の
］
無
主
物
先
占
の
法
理
に
よ
っ
て
領

土
編
入
し
た
と
い
う
が
編
入
当
時
竹
島
は
韓
国
領
土
で
あ
っ
て
無
主
物
で
は
な
か
っ
た
、
ま
た
韓
国
に
通
報
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
先

占
は
無
効
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
が
、
日
本
側
は
「
歴
史
的
に
日
本
の
領
土
で
あ
っ
た
も
の
を
近
代
国
際
法
上
の
形
式
に
則
り
領
有
意
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思
を
確
認
し
公
示
し
た
も
の
で
、
…
［
中
略
］
…
編
入
当
時
も
そ
れ
以
前
も
竹
島
が
韓
国
領
土
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
、
国
際
法
上
通

告
は
先
占
の
要
件
で
は
な
い
」
と
反
論
し
た
（
5
）。

さ
ら
に
一
九
一
〇
年
の
韓
国
併
合
（
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
十
三
年
）
八
月
二
十
二
日
「
韓

国
併
合
関
ス
ル
条
約
」
を
締
結
、
同
月
二
十
九
日
に
施
行
）
に
関
連
し
て
、
日
本
側
は
、「
竹
島
は
、
韓
国
併
合
に
よ
り
韓
国
の
一
部
と
し

て
日
本
領
土
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
併
合
後
、
行
政
区
域
上
朝
鮮
総
督
府
の
管
轄
に
移
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
（
6
）」

と
述
べ
て
い
る
。

加
え
て
尖
閣
問
題
に
関
し
て
は
、
日
本
は
一
八
八
五
年
以
降
の
慎
重
な
現
地
調
査
に
基
づ
い
て
清
国
の
支
配
が
及
ん
で
い
る
痕
跡
が
無

い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
一
八
九
五
年
一
月
十
四
日
に
正
式
に
日
本
領
土
に
編
入
す
る
こ
と
と
し
た
が
、
中
国
は
、
日
清
戦
争
（
中

日
甲
午
戦
争
）
を
通
じ
て
日
本
が
当
該
諸
島
を
奪
い
取
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
（
7
）。

　

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
日
本
の
有
す
る
領
土
問
題
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
問
題
で
あ
り
、
異
な
る
解
決
方
法
等
が
存
在
す
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
北
方
領
土
問
題
は
日
ソ
中
立
条
約
違
反
か
ら
始
ま
り
、
竹
島
問
題
は
も
と
も
と
韓
国
（
朝
鮮
）
の
領
土
で
あ
っ
た
も
の
を
日

本
が
一
方
的
に
編
入
し
た
と
い
う
主
張
、
尖
閣
問
題
は
中
国
（
清
）
の
領
土
で
あ
っ
た
も
の
を
武
力
に
基
づ
い
て
奪
取
し
た
こ
と
が
原

因
で
あ
る
と
い
う
主
張
等
々
で
あ
る
。
つ
ま
り
北
方
領
土
に
つ
い
て
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
や
ヤ
ル
タ
協
定
等
の
内
容
が
論

点
の
様
に
映
り
、
竹
島
と
尖
閣
諸
島
に
関
し
て
は
、
本
来
の
領
有
権
の
帰
属
先
が
歴
史
上
の
事
実
の
提
示
に
よ
っ
て
論
点
に
成
っ
て
い

る
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
こ
こ
で
生
ず
る
疑
問
は
、
中
立
条
約
違
反
と
い
う
事
実
自
体
が
非
難
さ
れ
得
る
問
題
な
の
か
、
ま
た
竹
島
お
よ
び
尖
閣
諸
島

が
日
本
以
外
の
国
家
の
領
土
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
武
力
で
奪
取
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
い
で
あ
る
。
こ
の

疑
問
は
、pacta sunt servanda

（
合
意
［
条
約
］
は
守
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
）
と
い
う
法
格
言
を
前
提
に
し
て
条
約
違
反
を
非
難
す
る

考
え
に
基
づ
い
た
り
、
武
力
に
よ
る
領
土
取
得
は
違
法
で
あ
る
が
ゆ
え
に
元
の
所
有
国
に
帰
属
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

に
基
づ
い
て
い
る
主
張
に
対
す
る
懐
疑
か
ら
発
生
し
て
い
る
。
つ
ま
り
現
在
当
然
と
思
わ
れ
て
い
る
、
そ
し
て
現
代
で
は
当
然
の
こ
と
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な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
時
代
の
産
物
で
あ
っ
て
、
当
該
問
題
が
同
大
戦
前
あ
る
い
は
同
大
戦

中
に
発
生
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
発
生
時
点
で
の
有
効
な
法
規
範
あ
る
い
は
法
原
則
に
基
づ
い
て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
こ
こ
にcritical date

（
決
定
的
期
日
）
及
び
適
用
法
の
確
定
が
、
上
記
領
土
問
題
に
大
き
く
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
に
基
づ
い
て
、
本
稿
は
、
領
土
問
題
が
ま
さ
に
問
題
化
し
て
い
る
こ
と
の
理
由
あ
る
い
は
原
因
を
戦
争
観
念
の
根

本
的
変
化
と
い
う
事
実
に
求
め
る
こ
と
で
、
現
在
［
二
〇
一
二
年
］
の
関
係
国
政
府
が
そ
れ
ぞ
れ
「
領
土
問
題
は
存
在
し
な
い
」
と
繰

り
返
し
述
べ
あ
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
問
題
化
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、
整
合
的
に
矛
盾
な
く
説
明
し
得
る
こ
と
を
提
示
す
る
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
領
土
の
帰
属
先
を
特
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
お
よ
び
本
稿
の
内
容
は
あ
く
ま
で
筆
者
の
個
人
的

見
解
で
あ
り
学
会
の
見
解
で
は
な
い
こ
と
、
な
ら
び
に
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
で
本
文
及
び
注
釈
に
つ
い
て
は
必
要
最
小
限
の
も
の
を

除
き
割
愛
し
た
こ
と
を
付
記
す
る
（
8
）。

二
　
本
論
―
国
際
法
学
上
の
問
題
点
と
二
つ
の
視
点
―

（
一
）
領
土
問
題
に
お
け
る
国
際
法
学
上
の
問
題
点
と
そ
の
影
響

（
1
）
領
土
問
題
の
一
般
的
問
題
点
―critical date
と
適
用
法
の
確
定
問
題
―

　

一
般
に
具
体
的
事
件
を
法
学
あ
る
い
は
法
律
学
を
用
い
て
解
決
す
る
と
い
う
行
為
は
、
当
該
事
実
に
対
す
る
評
価
を
与
え
る
―
合

法
・
違
法
、
権
利
義
務
の
帰
属
先
の
決
定
な
ど
―
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
。
そ
の
時
の
評
価
基
準
が
法
規
範
（
実
定
法
や
慣
習
法
な
ど
）

で
あ
る
。

　

通
常
、
特
に
国
内
法
の
問
題
に
関
し
て
は
、
適
用
条
項
の
解
釈
問
題
は
し
ば
し
ば
発
生
す
る
が
、
評
価
基
準
た
る
適
用
法
自
体
は
あ

ま
り
問
題
に
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
法
の
一
般
原
則
な
ど
で
「
法
の
枠
」
が
作
ら
れ
る
た
め
、
係
争
者
間
で
適
用
法
に
関
す
る
共
通
の
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合
意
が
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
点
を
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
み
る
と
、
ひ
と
つ
の
社
会
に
は
共
通
の
認
識
あ
る
い
は
常
識
・
良
識
ま
た
は
価
値
観
な
ど
が
あ

り
、
そ
れ
を
土
台
に
し
て
当
該
社
会
の
法
規
範
が
成
り
立
ち
、
か
つ
有
効
性
の
一
端
を
保
持
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
国
内
法
上
の
適
用

法
確
定
は
、
根
本
的
な
所
で
は
当
該
共
通
認
識
等
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
ま
ず
初
め
に
当
該
事
件
の

発
生
時
点
を
確
定
し
、
次
に
当
該
時
点
で
有
効
な
法
規
範
を
確
定
す
る
こ
と
で
、
評
価
の
基
軸
を
設
定
し
、
あ
と
は
法
解
釈
学
を
用
い

て
事
実
の
評
価
を
行
う
と
い
う
一
連
の
行
為
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
国
際
法
に
お
け
る
領
土
問
題
に
関
し
て
も
同
様
の
手
法
が
採
ら
れ
る
。
当
該
係
争
事
実
が
発
生
し
た
時
点
（critical date

・

決
定
的
期
日
）
を
確
定
し
、
続
い
て
評
価
基
準
た
る
適
用
法
を
確
定
す
る
。
し
か
し
、
こ
と
領
土
問
題
に
な
る
と
、critical date

の

確
定
に
つ
い
て
係
争
国
間
で
共
通
の
認
識
が
成
り
立
ち
難
い
。
特
に
ア
ジ
ア
地
域
の
よ
う
に
古
い
（
歴
史
・
伝
統
の
あ
る
）
国
家
が
多

い
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
認
識
上
の
当
該
領
土
の
位
置
づ
け
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
にcritical date

と
関
連
し
て
、
適
用
法

の
確
定
に
つ
い
て
も
一
層
困
難
と
な
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
を
挟
ん
で
、
国
際
法
規
範
の
土
台
と
な
る
観
念
が
、
無
差
別
戦
争
観
か
ら

侵
略
戦
争
違
法
観
に
大
転
換
し
た
た
め
、
同
大
戦
の
前
後
で
は
適
用
法
及
び
そ
の
基
礎
と
な
る
法
観
念
が
異
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。

　

評
価
基
準
た
る
適
用
法
が
異
な
れ
ば
、
事
実
に
対
す
る
評
価
も
異
な
る
。
つ
ま
り
日
本
の
有
す
る
領
土
問
題
に
つ
い
て
は
、critical 

date

と
法
観
念
及
び
適
用
法
の
確
定
の
段
階
で
、
係
争
国
間
に
共
通
の
認
識
と
合
意
が
形
成
出
来
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
竹
島
・
尖
閣
問
題
を
例
に
し
て
、
説
明
し
よ
う
。

東洋法学　第56巻第 2号（2013年 1 月）

85



（
2
）
日
本
の
有
す
る
領
土
問
題
の
根
本
問
題
―
竹
島
・
尖
閣
問
題
を
素
材
と
し
て
―

　

現
在
（
二
〇
一
二
年
）、
日
中
間
に
―
今
回
の
「
中
」
は
中
華
人
民
共
和
国
を
示
す
こ
と
に
す
る
（「
中
」
が
中
華
民
国
（
台
湾
）
で
あ
っ

た
と
し
て
も
北
京
政
府
の
立
場
か
ら
は
「
一
つ
の
中
国
」
故
に
、
法
論
理
上
の
問
題
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
中
華
民
国
に
と
っ
て
は

大
問
題
で
あ
る
が
）
―
い
わ
ゆ
る
尖
閣
問
題
が
存
在
す
る
。
識
者
に
よ
っ
て
主
張
内
容
は
異
な
る
が
、critical date

を
中
国
は
第
二
次

世
界
大
戦
以
前
に
発
生
し
た
日
本
の
武
力
に
よ
る
取
得
時
と
し
、
日
本
は
当
該
諸
島
を
実
効
支
配
し
て
い
た
一
九
七
一
年
（
こ
の
時
点

で
中
国
の
領
有
権
主
張
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
）
と
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
尖
閣
諸
島
自
体
が
も
と
も
と
中
国
（
清
）
の
領
土
で
は
な
か
っ

た
こ
と
を
合
わ
せ
て
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
竹
島
に
つ
い
て
韓
国
は
、
当
該
島
は
本
来
韓
国
（
朝
鮮
）
の
領
土
で
あ
っ
た
が
日
韓
併
合

に
よ
り
法
論
理
上
朝
鮮
は
日
本
の
領
土
と
な
っ
た
。
し
か
し
当
該
併
合
自
体
が
国
際
社
会
に
お
け
る
違
法
行
為
で
あ
り
、
違
法
行
為
の

結
果
は
無
効
に
な
る
ゆ
え
に
朝
鮮
（
韓
国
）
が
改
め
て
独
立
を
回
復
し
た
後
は
竹
島
は
韓
国
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
こ
れ

に
対
し
て
日
本
は
、
日
韓
併
合
と
は
無
関
係
に
竹
島
自
体
は
も
と
も
と
日
本
の
領
土
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
二

つ
の
点
が
見
出
さ
れ
る
。
第
一
は
、
武
力
に
よ
る
領
土
取
得
の
問
題
で
あ
り
、
第
二
は
、
係
争
対
象
（
島
・
諸
島
）
が
無
主
地
で
あ
っ

た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
二
点
の
関
係
は
、
第
一
点
目
の
武
力
に
よ
る
領
土
取
得
が
合
法
で
あ
っ
た
な
ら
ば
第
二
点
目
は
特
に
主

張
す
る
必
要
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
武
力
に
よ
る
取
得
が
違
法
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
日
本
に
と
っ
て
は
主
張
す
べ
き
重
要
な
内
容
と
な

る
。

　

そ
れ
で
は
、
何
故
に
第
一
の
点
に
関
す
る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
が
、
後
述
す
る
法
論
理
と
政
治
的
主

張
の
矛
盾
（
北
方
領
土
問
題
）
に
密
接
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
段
階
で
は
中
国
と
韓
国
は
係
争
対
象
（
島
・
諸

島
）
が
本
来
自
国
領
土
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
第
一
の
点
―
つ
ま
り
武
力
に
よ
る
領
土
取
得
の
違
法
性
―
を
当
然
の
基
礎
に
し
て
自
ら
の

主
張
を
展
開
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
は
第
一
の
点
に
は
言
及
せ
ず
、
係
争
対
象
の
無
主
物
性
お
よ
び
日
本
の
領
土
で
あ
っ
た
こ
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と
に
重
点
を
置
く
主
張
を
展
開
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
理
解
が
成
り
立
つ
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
以
下
で
簡
略
に
説
明
す
る
。

　

最
初
に
第
一
の
点
、
す
な
わ
ち
武
力
に
よ
る
領
土
取
得
の
合
法
性
あ
る
い
は
違
法
性
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
い
わ
ゆ
る
戦
争

観
念
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
一
般
的
に
国
際
法
学
に
お
け
る
戦
争
観
念
の
変
遷
は
、
①
戦
争
が
日
常
茶
飯
事
で
あ
っ
た
時
代
、

②
正
当
戦
争
論
、
③
無
差
別
戦
争
観
、
④
侵
略
戦
争
違
法
観
に
分
類
さ
れ
、
③
と
④
の
間
に
戦
争
違
法
化
の
萌
芽
の
時
代
を
入
れ
る
場

合
も
あ
る
。
重
要
な
点
は
、
侵
略
戦
争
違
法
観
の
始
ま
っ
た
時
期
で
あ
る
。
大
沼
保
昭
『
戦
争
責
任
論
序
説
―
「
平
和
に
対
す
る
罪
」

の
形
成
過
程
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
と
拘
束
性
―
』
に
よ
る
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
後
の
東
京
裁
判
（
あ
る
い
は
ニ
ュ
ー
ル

ン
ベ
ル
ク
裁
判
）
に
お
い
て
初
め
て
戦
争
の
違
法
化
が
明
確
に
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
第
二
次
世
界
大
戦
前
お
よ
び
同

大
戦
時
は
無
差
別
戦
争
観
の
時
代
で
あ
っ
た
。
同
観
念
の
特
徴
は
、
武
力
行
使
（
戦
争
）
を
外
交
手
段
の
一
つ
と
み
な
し
て
合
法
化
し

て
い
た
こ
と
に
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
戦
時
国
際
法
（
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
法
体
系
）
を
発
展
さ
せ
た
。
そ
の
典
型
的
な
帰
結
と
し
て
武
力
に
よ
る

領
土
取
得
（
植
民
地
獲
得
）
も
国
際
法
上
の
合
法
行
為
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
米
国
は
、
独
立
以
来
の
伝
統
的
な
国
是
（
中
立
）
を
変
更
す
る
た
め
に
、
戦
争
の
違
法
化
は
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
既
に
成

立
し
て
い
た
と
い
う
論
理
―
後
の
侵
略
戦
争
違
法
観
―
を
前
面
に
掲
げ
て
国
内
世
論
を
動
か
し
、
諸
援
助
法
を
成
立
さ
せ
、
同
大
戦
に

参
戦
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
終
戦
後
に
「
違
法
行
為
者
」
を
審
理
す
る
裁
判
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
と
こ
ろ

が
米
国
を
除
く
他
の
戦
勝
国
（
敗
戦
国
も
含
む
）
は
、
同
大
戦
は
無
差
別
戦
争
観
の
も
と
で
実
施
さ
れ
た
と
い
う
認
識
で
共
通
し
て
い

た
の
で
、
枢
軸
国
に
対
す
る
裁
判
は
実
質
上
戦
勝
国
間
で
の
利
益
の
分
配
会
議
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
う
な
れ
ば
米
国
政

府
の
主
張
し
て
い
た
侵
略
戦
争
違
法
観
が
誤
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
米
国
代
表
ジ
ャ
ク
ソ
ン
に
よ
る
他
の
戦

勝
国
に
対
す
る
説
得
が
行
わ
れ
、
最
終
的
に
極
東
国
際
軍
事
裁
判
条
例
（
現
在
で
は
「
極
東
軍
事
裁
判
所
憲
章
（
東
京
裁
判
憲
章
）」
と
表

現
さ
れ
て
い
る
）
に
、「
平
和
に
対
す
る
罪
」
と
い
う
犯
罪
類
型
で
侵
略
戦
争
違
法
観
が
明
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
当
該
規
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定
に
基
づ
い
て
東
京
裁
判
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
9
）。

　

こ
の
と
き
を
持
っ
て
、
侵
略
戦
争
違
法
観
が
国
際
社
会
の
主
流
な
い
し
土
台
と
な
り
、
戦
後
の
諸
々
の
国
際
法
制
度
も
当
該
観
念

（
及
び
人
権
保
障
観
念
）
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
、
同
時
に
担
保
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
歴
史
上
の
事
実
か

ら
す
れ
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
及
び
同
大
戦
中
は
無
差
別
戦
争
観
と
そ
れ
に
基
づ
く
法
規
範
が
適
用
さ
れ
る
社
会
で
あ
っ
た
が
、
終

戦
後
は
侵
略
戦
争
違
法
観
と
そ
れ
に
基
づ
く
法
規
範
が
適
用
さ
れ
る
社
会
に
大
き
く
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
事
実
を
前
提
に
す
れ
ば
、
竹
島
お
よ
び
尖
閣
諸
島
問
題
のcritical date

を
同
大
戦
前
又
は
中
と
し
た
場
合
に
は
、
例

え
ば
同
島
・
諸
島
が
武
力
行
使
の
結
果
日
本
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
合
法
的
な
帰
属
で
あ
り
、

ま
た
尖
閣
問
題
の
場
合
、
同
大
戦
後
の
一
九
七
一
年
をcritical date

に
し
た
と
し
て
も
、
当
時
実
効
的
支
配
を
し
て
い
た
日
本
に
帰

属
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
問
題
化
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
係
争
相
手
国
の
主
張
を
み
る
と
、
戦
争
観
念
の
部

分
に
大
き
な
相
違
が
見
出
さ
れ
る
。

　

係
争
相
手
国
は
、
侵
略
戦
争
違
法
観
が
米
国
の
主
張
の
通
り
に
同
大
戦
前
に
既
に
成
立
し
て
お
り
、
適
用
法
も
当
該
観
念
に
基
づ
い

て
成
立
し
、
解
釈
・
運
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
米
国
自
身
は
、
自
ら
の
作
り

だ
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
虚
構
）
を
承
知
し
て
い
る
た
め
（
10
）、
無
差
別
戦
争
観
と
侵
略
戦
争
違
法
観
の
時
代
を
分
け
る
日
本
の
主
張
に
与

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
一
方
で
国
際
政
治
の
関
係
か
ら
係
争
相
手
国
に
与
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
、
当
事
国
同
士
の
解
決
を
希
望

し
て
一
歩
身
を
引
い
て
い
る
状
態
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
係
争
相
手
国
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
作
ら
れ
た
侵
略
戦
争
違
法
観

が
、
戦
後
の
国
際
社
会
で
明
ら
か
に
確
立
し
て
い
る
事
実
に
依
拠
し
て
、
さ
ら
に
米
国
と
い
う
強
大
国
の
主
張
に
与
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
す
で
に
成
立
し
て
お
り
、
日
本
へ
の
竹
島
と
尖
閣
諸
島
の
帰
属
は
違
法
行
為
で
あ
る
た
め
、
戦
後
の
領
有

権
の
主
張
と
実
効
的
支
配
と
い
う
法
的
効
果
は
無
効
で
あ
る
と
論
ず
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
領
土
帰
属
の
国
際
判
例
に
鑑
み
て
、
そ
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こ
で
は
「
最
近
の
実
効
的
支
配
」
が
判
断
規
準
に
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
―
地
域
的
慣
習
国
際
法
の
成
立
と
み
な
す
―
の
で
、
現
実

に
実
効
的
支
配
を
行
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
国
際
法
学
上
は
当
該
判
断
規
準
と
「
一
貫
し
た
反
対
国
の
法
理
」
と
の
関

係
と
い
う
興
味
深
い
テ
ー
マ
が
見
出
さ
れ
る
が
、
係
争
相
手
国
は
実
務
的
な
判
断
に
依
拠
し
つ
つ
、
国
際
法
戦
略
に
依
拠
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
で
領
土
問
題
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
日
本
の
有
す
る
領
土
問
題
（
竹
島
、
尖
閣
、
北
方
領
土
）
の
す
べ
て
に
つ
い

て
、critical date
（
決
定
的
期
日
）
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
一
層
根
源
的
な
部
分
、
す
な
わ
ち
適
用
法
規
範
の
土
台
と

な
る
観
念
―
こ
の
場
合
は
戦
争
観
念
―
に
共
通
性
を
欠
い
て
い
る
点
が
、
当
該
事
態
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
主
要
か
つ
根
本
的
な
原
因

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
日
本
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
歴
史
的
事
実
の
詳
細
な
調
査
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
当
該
係
争
問
題
が
無
差
別
戦
争
観
に
基

礎
を
置
く
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
侵
略
戦
争
違
法
観
に
基
礎
を
置
く
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
武
力
行
使
の
結
果
で
は
な

く
、
平
和
的
に
日
本
に
帰
属
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
と
い
う
目
的
と
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
（
11
）。
係
争
対
象
（
島
・
諸
島
）
が

無
主
地
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
平
和
的
に
自
国
領
土
に
し
た
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
歴
史
上
の
証
明
は
極
め
て
困
難
な
こ
と
が
多
い

と
も
言
え
よ
う
（
12
）。
同
時
に
戦
争
観
念
の
相
違
と
い
う
問
題
を
前
面
に
提
示
す
る
こ
と
は
、
後
述
す
る
北
方
領
土
問
題
に
も
大
き
く
影
響

す
る
こ
と
に
な
り
、
現
段
階
で
は
日
本
は
、
観
念
問
題
に
踏
み
込
む
よ
り
は
、
無
主
地
で
あ
っ
た
と
い
う
主
張
を
展
開
す
る
他
に
、
法

論
理
的
な
選
択
肢
が
無
い
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
様
に
考
え
る
な
ら
ば
、
日
本
及
び
係
争
相
手
国
と
の
間
に
は
、
法
規
範
の
土
台
と
な
る
観
念
に
つ
い
て
の
相
違
が
あ
り
、
そ
れ

に
基
づ
く
適
用
法
及
び
そ
れ
に
係
る
解
釈
・
運
用
の
相
違
が
顕
在
化
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
竹
島
問
題
お
よ
び
尖
閣
問
題
は
未
だ

（
国
際
）
法
上
の
問
題
―
法
解
釈
上
の
問
題
―
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
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（
3
）
根
本
問
題
の
連
動
性
と
矛
盾
の
発
生
―
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
法
論
理
と
政
治
的
主
張
―

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
日
本
が
歴
史
上
の
事
実
に
依
拠
し
て
無
差
別
戦
争
観
に
基
づ
い
た
主
張
を
行
っ
た
場
合
、
竹
島
問
題
と
尖
閣

問
題
に
つ
い
て
は
一
定
の
結
論
を
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
他
の
領
土
問
題
―
北
方
領
土
問
題
―
に
重
大
な
影
響
が
生
じ
る
と

推
測
で
き
る
。

　

北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
、
日
本
の
主
張
は
、
日
本
の
敗
戦
が
ほ
ぼ
決
定
し
た
段
階
で
ソ
連
邦
（
当
時
）
が
日
ソ
中
立
条
約
を
破

り
、
北
方
領
土
を
不
法
占
領
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
13
）。

そ
の
た
め
係
争
相
手
国
（
現
在
の
ロ
シ
ア
）
に
対
し
て
同
諸
島
の
返
還
を
要

求
し
て
い
る
。
だ
が
、
も
し
日
本
が
竹
島
問
題
や
尖
閣
問
題
で
無
差
別
戦
争
観
を
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
北
方
領
土
問
題
も
同
じ
時

代
の
、
同
じ
戦
争
観
に
基
づ
き
、
適
用
法
や
解
釈
・
運
用
も
同
じ
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
武
力
行
使
（
戦
争
）
は

合
法
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
そ
し
て
当
時
の
枢
軸
国
は
絶
対
主
権
観
念
に
基
づ
い
て
い
た
た
め
に
、
係
争
相
手
国
に
も
同
様
に
そ
れ
ら
を

認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　

こ
こ
で
絶
対
主
権
観
念
と
は
、
国
際
法
学
上
の
主
権
観
念
の
一
つ
で
あ
り
、
自
然
法
的
国
家
主
権
観
念
に
対
抗
し
て
創
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
両
者
の
相
違
は
、
国
家
主
権
観
念
が
「
最
高
・
絶
対
・
何
も
の
に
も
服
さ
な
い
」
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
で
も
自
然
法
（
時
代
に
よ
っ
て
神
の
法
・
理
性
の
法
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
）
に
は
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
認

め
る
か
否
か
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
な
ど
の
系
統
に
属
す
る
自
然
法
的
国
家
主
権
観
念
は
そ
れ
を
認
め
る

が
、
一
方
、
当
該
観
念
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
見
抜
き
、
対
抗
観
念
と
し
て
創
ら
れ
た
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
、
ラ
ー
ソ
ン
、
イ
ェ
リ
ネ
ク
ら

の
系
統
に
属
す
る
絶
対
主
権
観
念
で
あ
っ
て
、
自
然
法
を
認
め
な
い
。
ラ
ー
ソ
ン
に
至
っ
て
は
国
際
法
は
対
外
的
国
内
法
ゆ
え
に
国
際

法
否
定
説
に
帰
結
す
る
。
イ
ェ
リ
ネ
ク
は
、
絶
対
主
権
観
念
に
基
づ
く
と
国
家
主
権
を
拘
束
す
る
も
の
が
無
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
故

に
国
家
は
条
約
に
拘
束
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、「
国
家
の
自
己
拘
束
説
」
を
提
唱
す
る
こ
と
で
回
答
し
た
。
つ
ま
り
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国
家
は
条
約
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
国
家
自
身
が
当
該
条
約
を
順
守
し
よ
う
と
決
め
て
い
る
か
ら
客
観
的
に
は

拘
束
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
だ
け
で
あ
り
、
国
家
が
自
己
の
意
思
で
条
約
順
守
を
中
止
な
い
し
放
棄
し
た
な
ら
ば
当
該
条
約
に
意

味
が
な
く
な
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
（
14
）。
こ
の
観
念
に
基
づ
い
て
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
ド
イ
ツ
は
周
辺
諸
国
と
の
関
係
を
築
い
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

明
治
政
府
下
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法
体
系
を
受
容
し
た
日
本
（
当
時
）
は
、
こ
の
絶
対
主
権
観
念
を
も
受
容
し
た
蓋
然
性
が

非
常
に
高
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
枢
軸
国
の
連
携
が
、
自
然
法
的
国
家
主
権
観
念
を
担
う
英
仏
を
主
と
す
る
当
時
の
支
配
国
グ

ル
ー
プ
に
対
抗
す
る
た
め
に
結
成
さ
れ
た
こ
と
も
、
論
理
的
に
充
分
に
推
測
で
き
る
。

　

そ
こ
で
国
家
行
動
の
基
本
と
な
る
主
権
観
念
を
異
に
す
る
国
家
グ
ル
ー
プ
間
に
適
用
さ
れ
る
国
際
法
の
最
も
根
本
的
な
原
則
は
、
相

互
主
義
（reciprocity

）
で
あ
る
た
め
、
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
枢
軸
国
対
連
合
国
の
関
係
に
も
相
互
主
義
が
当
て
は
ま
り
、
こ
の
点

で
、
現
在
の
日
本
が
竹
島
問
題
や
尖
閣
問
題
に
対
し
て
無
差
別
戦
争
観
及
び
そ
の
対
（
つ
い
）
と
な
る
絶
対
主
権
観
念
を
主
張
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
（
当
時
の
ソ
連
邦
）
に
対
し
て
も
同
様
の
事
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
は
、
当
時
の
ソ
連
邦
に
よ

る
日
ソ
中
立
条
約
を
一
方
的
に
失
効
さ
せ
る
行
為
は
条
約
違
反
を
構
成
し
な
い
―
「
国
家
の
自
己
拘
束
説
」
に
基
づ
い
て
も
説
明
さ
れ

得
る
―
と
云
う
こ
と
に
な
り
、
武
力
を
持
っ
て
占
領
さ
れ
た
北
方
領
土
は
係
争
相
手
国
の
領
土
と
し
て
認
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。

　

こ
こ
に
領
土
問
題
に
関
す
る
法
論
理
上
の
問
題
が
存
す
る
。
日
本
は
自
然
法
的
国
家
主
権
観
念
と
侵
略
戦
争
違
法
観
を
認
め
な
け
れ

ば
、
法
論
理
上
、
北
方
領
土
の
返
還
を
要
求
で
き
な
く
な
る
。
同
時
に
そ
れ
は
竹
島
や
尖
閣
の
領
有
権
を
―
係
争
相
手
国
が
主
張
す
る

よ
う
に
武
力
行
使
の
結
果
、
日
本
へ
帰
属
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
―
主
張
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
領
土
問
題
に
は
、
こ
の
よ
う
な
法

論
理
上
の
根
本
問
題
の
連
動
性
と
、
政
治
的
主
張
（
返
還
要
求
な
ど
）
と
の
間
に
矛
盾
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
解
決
し
な
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け
れ
ば
、
日
本
の
有
す
る
領
土
問
題
は
―
政
治
的
決
断
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
島
々
の
領
有
権
の
主
張
を
放
棄
す
る
以
外
に
、
あ
る
い

は
係
争
相
手
国
が
放
棄
す
る
以
外
に
―
解
決
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

（
二
）
領
土
問
題
に
関
す
る
二
つ
の
視
点

　

領
土
問
題
は
学
問
的
に
み
れ
ば
領
有
権
あ
る
い
は
領
域
主
権
の
問
題
で
あ
る
。
現
段
階
に
お
い
て
は
当
該
問
題
は
膠
着
状
態
に
あ

る
。
し
か
し
、
長
期
的
に
は
領
域
主
権
観
念
自
体
が
帰
属
か
ら
管
理
へ
と
変
遷
し
つ
つ
あ
る
傾
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
あ
る
種
の

領
土
問
題
の
建
設
的
な
解
決
に
繋
が
る
可
能
性
も
出
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
各
国
家
の
行
動
原
理
を
時
間
観
念
あ
る
い
は
時
代
観
念

を
持
っ
て
類
型
化
す
る
と
、
少
な
く
と
も
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
領
土
問
題
の
解
決
は
容
易
で
な
い
こ
と
も
予
想
で
き
る
。

（
1
）
領
域
主
権
観
念
の
変
遷
―
帰
属
か
ら
管
理
へ
―

Ⅰ
．
従
来
の
領
域
（
領
土
）
取
得
と
判
断
規
準

　

こ
れ
ま
で
の
領
域
取
得
に
つ
い
て
は
、
①
原
始
取
得
（
先
占
、
添
付
）、
②
承
継
取
得
（
割
譲
、
征
服
、
併
合
、
時
効
）
を
領
域
権
原
と

し
て
き
た
。
こ
れ
に
疑
義
の
あ
る
場
合
、
そ
の
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
、
第
一
に
実
効
性
の
原
則
（
主
権
的
行
為
の
継
続
的
発
現
）、

第
二
に
競
合
す
る
主
権
的
活
動
の
相
対
的
強
さ
、
第
三
に
黙
認
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
（estoppel

・
反
禁
言
）、
第
四
に
ウ
テ
ィ
・
ポ
シ
デ

テ
ィ
ス
（uti possidetis

）
の
原
則
（
現
状
承
認
の
原
則
）、
第
五
に
条
約
（
割
譲
条
約
・
国
境
画
定
条
約
）
を
主
要
な
規
準
と
し
、
か
つ
、

個
別
具
体
性
を
有
す
る
諸
事
実
と
こ
れ
ら
諸
規
準
と
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
て
き
た
（
15
）。
し
か
し
、
ど
ち
ら
に
し
て

も
こ
れ
ら
は
、
係
争
地
域
の
帰
属
先
の
決
定
、
あ
る
い
は
何
処
の
国
家
の
領
域
に
な
る
の
か
、
と
い
う
発
想
に
基
づ
く
解
決
規
準
と
方

法
で
あ
っ
た
。
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Ⅱ
．
領
域
主
権
の
法
的
性
質
に
関
す
る
学
説

　

領
土
主
権
の
法
的
性
質
に
関
し
て
は
物
権
説
、
空
間
説
、
権
限
説
が
主
に
唱
え
ら
れ
て
き
た
。
立
作
太
郎
（
タ
チ　

サ
ク
タ
ロ
ウ
）

に
よ
れ
ば
（
16
）、
物
権
説
は
最
も
古
く
、
土
地
所
有
権
の
観
念
が
国
家
の
領
土
に
関
す
る
権
利
に
準
用
さ
れ
、
領
土
の
取
得
喪
失
に
つ
い
て

土
地
所
有
権
の
取
得
喪
失
に
関
す
る
ロ
ー
マ
法
の
法
理
が
自
然
法
の
名
を
持
っ
て
国
家
間
に
有
効
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
国
家
が
領
土
に

関
し
て
物
権
的
権
利
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
唱
え
ら
れ
た
空
間
説
は
、
領
土
は
国
家
の
要
素
で
あ
り
、

国
権
の
行
使
さ
れ
る
地
理
的
範
囲
即
ち
空
間
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
、
国
家
が
領
土
に
関
し
て
物
権
（
又
は
主
権
）
を
有
す
る

こ
と
を
認
め
な
い
考
え
で
あ
る
。
ま
た
権
限
説
は
、
領
域
と
は
領
土
高
権
が
国
際
法
上
の
国
際
人
格
者
に
許
与
す
る
場
所
的
権
限
に
関

す
る
場
所
的
限
界
で
あ
る
、
と
い
う
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
立
は
、
空
間
説
に
対
し
て
は
、［
一
九
二
九
年
当
時
の
］
領
土
に
関
す
る
種
々
の
国
際
法
上
の
現
象
を
十
分
に
説
明
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
権
限
説
に
対
し
て
は
、
国
家
の
有
す
る
国
権
自
体
が
国
際
法
に
よ
っ
て
許
与
さ
れ
た
権
限
で
あ
る
と

い
う
観
念
が
現
時
［
一
九
二
九
年
］
の
国
際
団
体
の
法
律
的
確
信
に
適
し
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
い
ず
れ
の
国
家
も

国
権
あ
る
い
は
主
権
が
国
際
法
に
基
い
て
初
め
て
許
与
さ
れ
る
権
限
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

続
け
て
立
は
、
物
権
説
に
対
す
る
こ
れ
ら
二
つ
の
新
説
が
唱
え
ら
れ
た
理
由
を
、
フ
リ
ッ
カ
ー
（Fricker

）
の
説
を
採
り
上
げ
て
説

明
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
フ
リ
ッ
カ
ー
が
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
（Jellinek

）
に
先
立
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
国
家
三
要
素
説
を
唱
え
た
か
ら
で

あ
る
（
17
）。
フ
リ
ッ
カ
ー
の
見
解
は
一
八
六
七
年
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
領
土
を
め
ぐ
る
争
い
を
続
け
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
状
を

土
台
と
し
、
そ
の
中
で
物
権
説
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
。
つ
ま
り
人
に
と
っ
て
有
益
な
土
地
・
財
産
、
特
に
所
有
地
を
動

産
の
総
計
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
と
所
有
者
（
人
）
と
の
関
係
で
は
後
者
（
人
）
は
動
く
［
移
転
す
る
］
こ
と
が
無
い
の
で
、
代
わ
っ
て

前
者
（
土
地
）
が
動
く
［
移
転
す
る
＝
所
有
者
の
変
更
に
よ
る
移
転
］
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
を
承
認
す
る
と
、
国
家
に
対
す
る
領
土
と

東洋法学　第56巻第 2号（2013年 1 月）

93



は
国
家
の
拡
が
り
と
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
領
土
と
は
国
家
の
拡
大
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
国
家
の
所
有
地
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
（
18
）。

そ
し
て
既
に
認
知
さ
れ
て
き
た
国
民
・
国
家
権
力
と
並
ん
で
、
国
家
の
客
体
と
し
て
の
領
土
が
規
定
さ
れ
（
19
）、

国
家
三
要
素
説
の

原
型
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。

　

だ
が
こ
の
見
解
は
、
物
理
的
な
人
の
可
動
性
と
土
地
の
固
定
性
と
い
う
性
質
の
相
違
を
中
心
に
し
て
国
家
と
土
地
（
領
土
）
と
を
深
く

結
合
さ
せ
て
、
当
該
領
域
に
入
っ
た
も
の
を
支
配
で
き
る
と
い
う
考
え
に
至
り
、
国
家
と
領
土
と
の
関
係
は
本
質
的
で
あ
る
ゆ
え
に
（
20
）、

国
家
の
領
土
の
変
更
は
国
家
自
身
の
変
更
と
な
り
、
領
土
の
取
得
喪
失
に
よ
っ
て
前
国
家
と
異
な
る
新
し
い
国
家
が
生
ず
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
（
21
）。

こ
の
フ
リ
ッ
カ
ー
の
見
解
は
極
端
で
あ
る
が
、
し
か
し
国
家
の
要
素
と
し
て
人
民
と
政
府
並
び
に
領
土
と
す
る

見
解
は
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
基
づ
い
て
国
家
が
領
土
に
対
し
て
物
権
を
有
す
る
こ
と
（
物
権
説
）
を
否
認
す
る

も
の
が
少
な
く
な
い
と
云
わ
れ
て
い
た
（
22
）。

そ
の
結
果
、
先
に
述
べ
た
空
間
説
、
権
限
説
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
立
自
身
も
、
こ
の
様
な
見
解
は
総
て
の
時
代
を
通
じ
、
総
て
の
国
に
わ
た
っ
て
国
家
の
法
規
上
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る

も
の
で
は
な
い
、
と
認
め
て
い
る
よ
う
に
（
23
）、

い
わ
ゆ
る
学
説
な
い
し
見
解
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
及
び
社
会
的
背
景
を
基
に
し
て
形
成

さ
れ
て
い
る
。
立
も
当
該
状
況
に
依
拠
し
て
所
説
を
批
判
的
に
検
討
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
学
説
に
対
す
る
評
価
が
正
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
立
に
は
否
定
的
に
評
価
さ
れ
た
見
解
が
、
現
代
［
二
〇
一
二
年
］
で
は

異
な
る
評
価
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
例
え
ば
石
村
は
権
限
説
に
対
し
て
、「
こ
の
思
考
が
も
つ
長
所
と
し
て
、
二
〇
世
紀
以
降

に
あ
っ
て
多
く
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
国
際
機
構
・
団
体
に
対
し
て
も
、
こ
こ
に
国
際
法
か
ら
付
与
さ
れ
た
権
限
が
あ
る
と
す
る
こ

と
で
、
国
家
の
領
土
と
国
際
組
織
を
同
位
に
扱
う
こ
と
を
可
能
と
し
た
点
に
あ
る
。
む
し
ろ
国
家
は
領
土
を
離
れ
て
存
立
し
、
そ
の
権

限
行
使
が
な
さ
れ
る
と
い
う
現
象
が
将
来
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
通
し
が
こ
の
説
か
ら
は
展
望
で
き
る
こ
と
に
な

る
（
24
）。」
と
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。
確
か
に
例
え
ば
宇
宙
開
発
に
関
し
て
、
一
九
六
七
年
発
効
の
宇
宙
条
約
が
領
有
禁
止
原
則
（
第
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二
条
（
25
））

を
規
定
し
た
と
き
か
ら
、
宇
宙
物
体
に
対
し
て
「
動
く
領
土
原
則
」（the floating territorial principle

）
の
適
用
を
主
張
す

る
見
解
（
26
）や

、
よ
り
固
定
的
な
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
管
轄
権
へ
の
問
題
を
提
起
す
る
見
解
（
27
）、

さ
ら
に
月
面
と
い
う
天
体
上
の
基

地
及
び
そ
の
管
轄
範
囲
の
問
題
な
ど
、
国
際
法
の
分
野
で
は
領
土
自
体
の
意
味
な
い
し
位
置
づ
け
に
対
す
る
検
討
の
必
要
性
が
提
起
さ

れ
続
け
て
い
る
。
特
に
宇
宙
空
間
に
関
し
て
は
、
民
法
上
の
財
産
権
の
概
念
を
援
用
す
る
無
主
物
説
と
共
有
物
説
、
ま
た
行
政
法
上
の

公
物
性
の
概
念
を
援
用
す
る
説
な
ど
が
唱
え
ら
れ
て
お
り
（
28
）、

こ
れ
も
科
学
技
術
の
発
達
と
時
代
の
変
化
及
び
関
係
分
野
の
特
殊
性
に
基

づ
い
て
発
生
し
た
見
解
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
領
土
（
領
域
）
主
権
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
宇
宙
空
間
に
お
け
る

研
究
は
一
種
の
先
取
り
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅲ
．
領
域
主
権
の
法
的
性
質
に
関
す
る
今
日
的
傾
向
―
社
会
変
化
と
領
域
管
理
原
則
―

　

領
土
（
領
域
）
主
権
も
そ
れ
に
関
す
る
諸
学
説
も
、
社
会
の
現
状
認
識
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
国
際
社
会
に
関
す
る
認
識
に
つ

い
て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
様
々
な
理
論
が
国
際
関
係
論
で
提
示
さ
れ
始
め
た
。
現
実
主
義
か
ら
は
勢
力
均
衡
論
・
覇
権
安
定

論
・
覇
権
循
環
論
・
ポ
ス
ト
覇
権
シ
ス
テ
ム
な
ど
で
あ
り
、
理
想
主
義
か
ら
は
国
際
統
合
理
論
（
新
機
能
主
義
理
論
・
相
互
作
用
主
義
理

論
）・
新
制
度
主
義
理
論
（
相
互
依
存
論
・
国
際
レ
ジ
ー
ム
論
）、
ま
た
構
造
主
義
か
ら
は
従
属
理
論
・
構
造
的
暴
力
論
・
世
界
シ
ス
テ
ム

論
な
ど
が
順
次
提
唱
さ
れ
て
来
た
。
そ
こ
で
は
「
自
由
主
義
者
は
し
ば
し
ば
主
権
が
縮
小
後
退
し
て
い
く
こ
と
が
、
善
で
あ
り
進
歩
で

あ
る
か
の
よ
う
に
論
じ
、
現
実
主
義
者
は
そ
れ
を
否
定
す
る
議
論
を
展
開
し
て
対
立
し
て
き
た
（
29
）。」
の
で
あ
る
。

　

特
に
戦
後
の
国
際
社
会
で
は
侵
略
戦
争
違
法
観
（
30
）と
そ
れ
を
担
保
す
る
民
主
主
義
あ
る
い
は
人
権
保
障
を
大
き
な
土
台
と
し
て
、
国
際

制
度
な
い
し
法
が
形
成
さ
れ
て
き
た
が
、「
領
土
の
不
変
更
（
憲
章
の
「
領
土
保
全
」）
の
実
現
は
、
事
実
上
の
武
力
不
行
使
の
一
つ
の

帰
結
と
い
っ
て
も
よ
い
。［
中
略
］『
無
主
』
の
領
土
は
な
く
な
っ
た
し
、［
中
略
］
こ
の
結
果
、
主
権
の
も
つ
意
味
は
二
〇
世
紀
前
半
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と
較
べ
大
き
く
変
容
し
た
。［
中
略
］
今
や
国
内
主
権
は
国
際
法
上
の
管
轄
権
に
、
対
外
主
権
も
少
な
く
と
も
先
進
国
間
で
は
事
実
上

各
種
の
外
交
権
と
い
う
性
格
が
著
し
く
強
く
な
っ
た
の
で
あ
る
（
31
）」。

そ
し
て
、「
主
権
に
つ
い
て
の
誤
解
は
管
轄
権
の
国
際
化
と
国
家
の

役
割
の
縮
小
の
混
同
か
ら
生
じ
て
い
る
。［
中
略
］
そ
れ
は
国
家
が
一
国
単
位
で
管
轄
す
る
の
が
難
し
く
な
っ
た
分
野
に
国
家
の
同
意

に
よ
っ
て
世
界
的
、
地
域
的
な
国
際
組
織
な
ど
の
い
っ
そ
う
普
遍
的
、
実
効
的
な
管
轄
能
力
を
取
り
込
み
、
自
ら
の
管
轄
を
補
完
し
つ

つ
拡
大
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
32
）」

と
い
う
認
識
も
可
能
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
国
際
関
係
論
の
理
論
を
用
い
る
と
、
ポ
ス
ト
覇
権
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
覇
権
国
グ
ル
ー
プ
が
世
界
シ
ス
テ
ム
論
に
お
け
る
中

心
国
グ
ル
ー
プ
と
重
な
り
つ
つ
戦
後
の
様
々
な
制
度
を
用
い
て
国
家
間
関
係
を
固
定
化
あ
る
い
は
安
定
化
さ
せ
、
同
時
に
国
家
が
単
独

で
対
処
で
き
な
い
事
項
が
増
大
し
て
き
た
た
め
、
国
家
自
ら
の
意
思
で
関
連
す
る
国
際
制
度
を
設
け
て
、
不
足
部
分
を
相
互
に
補
完
さ

せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
様
な
現
状
を
国
際
協
力
あ
る
い
は
統
合
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

が
、
こ
の
点
は
研
究
者
ご
と
に
異
な
る
と
い
え
よ
う
。

　

ど
ち
ら
に
し
て
も
特
に
冷
戦
後
の
国
際
社
会
は
経
済
分
野
、
科
学
技
術
の
発
展
に
伴
う
そ
の
他
の
分
野
で
も
一
国
だ
け
で
は
対
処
し

難
い
事
項
が
生
じ
て
い
る
。
と
り
わ
け
近
年
で
は
領
域
管
理
原
則
（
国
家
は
、
他
国
の
法
益
を
侵
害
す
る
結
果
を
導
く
領
域
の
使
用
お
よ
び

使
用
の
許
可
の
権
利
を
も
た
な
い
）
が
、
裁
判
実
践
お
よ
び
環
境
保
護
の
分
野
で
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
て
い
る
（
33
）と

い
う
認
識
お
よ
び
見
解

が
拡
大
し
て
い
る
。
こ
の
「
領
域
使
用
の
管
理
責
任
」
概
念
は
、
領
域
主
権
の
本
質
を
解
明
し
た
パ
ル
マ
ス
島
事
件
（
常
設
仲
裁
裁
判

所
一
九
二
八
年
四
月
四
日
）
に
お
い
て
そ
の
端
緒
が
示
さ
れ
た
。
当
該
事
件
の
仲
裁
人
で
あ
る
フ
ー
バ
ー
（M

ax H
uber

）
は
、
最
初
に

主
権
と
領
域
に
関
す
る
一
般
所
見
が
必
要
で
あ
る
と
し
（
34
）、
そ
の
中
で
次
の
様
に
述
べ
た
。「
国
家
間
関
係
に
お
け
る
主
権
は
独
立
を
意

味
す
る
。
地
球
の
一
部
分
に
関
す
る
独
立
は
、
そ
の
範
囲
内
で
、
他
の
い
か
な
る
国
家
を
も
排
除
し
、
国
家
の
機
能
を
行
使
す
る
権
利

で
あ
る
（
35
）」。
そ
し
て
「
領
域
主
権
は
、
一
般
的
に
、
国
際
法
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
自
然
境
界
に
よ
っ
て
又
は
外
部
に
向
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か
っ
た
誰
も
が
認
め
た
限
定
の
し
る
し
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
関
係
近
隣
諸
国
間
で
有
効
な
法
的
取
決
に
よ
っ
て
、
も
し
く
は
確
定
し

た
国
境
を
超
え
な
い
諸
国
家
の
認
定
行
為
に
よ
っ
て
、
空
間
的
に
限
定
さ
れ
且
つ
認
定
さ
れ
た
状
態
（situation

）
で
あ
る
（
36
）」。

こ
の
こ

と
を
前
提
と
し
て
、
領
域
主
権
は
、「
国
家
が
は
っ
き
り
と
諸
行
為
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
排
他
的
権
利
を
含
む
。
こ
の
権
利
に
は
、

原
則
と
し
て
次
の
よ
う
な
義
務
が
含
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
国
領
域
に
お
け
る
自
国
民
の
た
め
の
各
国
の
有
す
る
請
求
権
と
と
も

に
、
自
国
領
域
内
に
お
い
て
他
国
の
権
利
、
と
り
わ
け
平
時
及
び
戦
時
に
お
け
る
保
全
と
不
可
侵
の
権
利
を
保
護
す
る
義
務
」
で
あ
る

と
い
う
（
37
）。

こ
の
義
務
の
考
え
方
が
コ
ル
フ
海
峡
事
件
（
国
際
司
法
裁
判
所
本
案
一
九
四
九
年
四
月
九
日
）
に
受
け
継
が
れ
、
特
に
環
境
保

護
に
関
す
る
右
記
の
「
領
域
使
用
の
管
理
責
任
」
概
念
を
生
み
出
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
38
）。

　

こ
の
領
域
管
理
原
則
の
わ
が
国
に
お
け
る
理
解
に
つ
い
て
は
、
概
ね
二
つ
の
潮
流
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
端
緒
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
国
際
行
政
法
の
研
究
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
社
会
状
況
の
変
化
と
合
わ
せ
つ
つ
具
体
的
な
現
象
（
例
え

ば
多
く
の
国
際
行
政
組
織
及
び
そ
の
活
動
）
と
、
そ
れ
を
整
合
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
諸
学
説
（
概
念
を
含
む
）
を
歴
史
を
追
っ
て
順

次
示
し
、
い
わ
ゆ
る
超
国
家
的
な
国
際
行
政
機
能
設
定
と
各
国
の
国
内
行
政
機
能
の
対
外
的
発
動
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
認
識
あ
る
い

は
学
説
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
各
研
究
者
の
社
会
認
識
や
傾
向
の
相
違
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
中
で
山
本
草
二
は
、「
一
六
世
紀
い
ら
い
、
個
人
の
追
求
す
る
生
活
利
益
が
、
国
家
利
益
と
原
理
的
に
同
一
の
も
の
と
さ
れ
、

国
際
関
係
の
面
で
も
国
家
の
次
元
に
編
入
・
吸
収
さ
れ
て
、国
家
を
通
じ
て
そ
の
利
益
の
実
現
が
は
か
ら
れ
て
き
た（D

urchstaatlichung

）

体
制
が
、
一
九
世
紀
か
ら
崩
れ
た
」
の
で
「
国
家
と
市
民
社
会
の
相
互
浸
透
現
象
と
、
近
代
国
家
の
領
域
的
な
統
治
主
権
を
修
正
す
る

機
能
主
義
的
な
原
理
が
登
場
し
て
く
る
時
期
」
に
な
っ
た
と
い
う
（
39
）。
つ
ま
り
、「
市
民
社
会
の
利
益
が
、
国
家
だ
け
で
は
な
く
国
際
的

な
産
業
社
会
を
通
じ
て
制
度
的
に
実
現
さ
れ
保
護
さ
れ
る
現
実
の
必
要
性
が
出
て
き
た
か
ら
で
あ
る
（
40
）」。
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
、「
国
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家
相
互
間
で
も
、
科
学
技
術
文
明
の
各
分
野
で
国
際
的
な
行
政
機
構
を
創
設
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
行
政
の
調
整
・
標
準
化
を
図
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
」
り
、「
窮
極
的
に
は
、
近
代
国
家
の
領
域
主
権
に
基
づ
く
法
秩
序
（
地
的
管
轄
権
配
分
の
原
則
に
基
く
領
域
権
能
の
法

理
）
を
多
少
と
も
克
服
し
、
新
た
に
科
学
技
術
文
明
の
即
物
的
な
基
準
を
単
位
に
し
た
（
機
能
主
義
の
原
則
に
立
っ
た
）
国
際
社
会
を
制

度
的
な
も
の
と
し
て
再
構
成
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
（
41
）。」

と
い
う
。
さ
ら
に
国
際
的
公
共
事
務
（service public international

）
の

問
題
を
論
じ
る
際
に
人
間
の
生
活
や
国
内
社
会
の
発
展
過
程
に
お
い
て
、
国
家
と
国
際
社
会
の
構
成
要
素
も
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と

認
識
し
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
に
領
域
的
要
素
に
代
わ
っ
た
地
域
的
要
素
に
つ
い
て
は
、「
一
九
世
紀
に
お
け
る
欧
米

諸
国
の
国
民
経
済
と
こ
れ
を
結
ぶ
世
界
経
済
は
、
領
域
の
分
割
取
得
・
拡
張
の
基
礎
の
上
に
発
展
し
た
が
、
今
日
［
一
九
六
九
年
時
点
］

で
は
も
は
や
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
地
域
的
に
密
接
に
結
合
し
限
定
さ
れ
た
分
野
で
経
済
の
拡
大
発
展
が
行
な
わ
れ
る
だ
け
で

あ
」
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
「
地
域
的
な
結
合
と
統
合
は
、
国
家
の
支
配
権
ま
た
は
私
的
所
有
権
の
基
盤
で
あ
っ
た
領
域
の
意
義
を
変

え
、
今
日
［
一
九
六
九
年
時
点
］
の
行
政
国
家
の
任
務
を
実
現
す
る
た
め
の
機
能
的
な
基
盤
と
し
て
、
領
域
を
み
な
す
よ
う
に
な
っ
て

い
る
（
42
）」。
こ
の
指
摘
は
特
に
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
既
に
ケ
ル
ゼ
ン
がA

llgem
aine Staatslehre 

（1925

）
に
お
い
て
、
国
家
の
領

域
と
そ
の
地
域
的
な
組
織
化
を
も
っ
て
、「
国
家
ま
た
は
組
織
の
機
関
の
た
め
の
、
抽
象
的
な
権
能
の
範
囲
」、「
国
家
法
及
び
超
国
家

法
の
法
規
範
の
範
囲
」
と
い
う
新
し
い
空
間
理
論
を
立
て
て
い
た
、
と
も
指
摘
し
て
い
る
（
43
）。
ま
た
第
二
に
、
専
門
職
能
的
要
素
に
つ
い

て
、「
伝
統
的
に
国
家
の
権
力
作
用
の
対
象
で
あ
っ
た
領
域
が
、
専
門
職
能
に
基
づ
く
事
項
別
に
再
区
分
さ
れ
て
国
際
的
に
統
合
し
、

複
数
の
専
門
的
行
政
的
法
秩
序
の
構
成
単
位
に
変
わ
る
の
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
経
済
的
自
由
化
の
原
則
が
実
現
さ
れ
る
場
と
し
て
、
国
際

的
に
経
済
地
域
が
形
成
さ
れ
る
（
44
））」
と
い
う
。
そ
し
て
第
三
に
、
時
間
的
要
素
に
つ
い
て
、「
一
定
の
行
政
目
的
を
国
際
的
に
設
定
し
実

現
す
る
た
め
の
『
過
程
』
と
い
う
側
面
が
、
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
45
）」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
「
国
家
の
伝
統
的
な
管
轄

権
の
基
盤
で
あ
っ
た
空
間
的
時
間
的
な
要
素
を
超
克
し
転
換
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
主
権
概
念
の
側
か
ら
す
る
激
し
い
抵
抗
に
直

日本に関係する領有権問題への視座〔齋藤　洋〕

98



面
せ
ざ
る
を
え
な
い
（
46
）」

と
も
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、「
二
国
間
の
対
抗
関
係
で
は
実
現
で
き
な
い
国
際
公
益
が
設
定

さ
れ
る
と
と
も
に
、
国
際
公
益
を
実
現
す
る
国
際
公
共
事
務
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
伝
統
的
国
家
の
管
轄
権
の
ス
ト
レ
ー
ト
な
適
用

が
制
限
な
い
し
は
排
除
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
地
的
管
轄
権
配
分
の
原
則
に
基
づ
く
領
域
権
能
の
法
理
と
し
て
の
、
領
域
主
権
の
修
正
・

克
服
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
47
）。」

と
評
さ
れ
て
い
る
。
特
に
国
際
環
境
法
の
分
野
で
も
「
領
域
性
を
ま
と
わ
な
い
新
た
な
国
際
共
通
利

益
（
海
洋
環
境
・
共
有
資
源
・
地
球
環
境
な
ど
）
を
国
際
法
益
と
し
て
設
定
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
の
権
限
と
し
て
、
領
域
主
権
を
『
機

能
化
』
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
領
域
は
、
共
通
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
、
一
定
程
度
に
国
際
的
に
統
一
さ
れ
た
立
法
や
措

置
が
実
施
さ
れ
る
空
間
と
な
る
（
48
）」。

こ
れ
は
「
領
域
主
権
を
、
国
際
法
益
の
実
現
の
た
め
に
、
そ
の
行
使
を
国
際
法
に
よ
り
規
律
さ
れ

る
機
能
的
権
限
へ
と
変
更
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
49
）。」
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
見
解
に
対
し
て
、「
領
域
を
基
準
と
し
て
、
国
際
法
が
国
家
の
基
本
的
権
利
と
基
本
的
義
務
を
決
定
し
、
国
家
の
権
利
相
互
の

関
係
を
規
律
す
る
根
本
原
理
の
展
開
」
が
領
域
管
理
原
則
の
発
展
で
あ
る
と
し
、
領
域
主
権
の
「
相
対
化
」
を
主
張
す
る
見
解
（
50
）も
あ

る
。
こ
こ
に
い
う
「
相
対
化
」
に
つ
い
て
は
、「
国
際
法
が
領
域
主
権
を
す
べ
て
国
家
に
付
与
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
同
時
に
、
国
際

法
は
領
域
主
権
相
互
の
対
立
が
現
実
化
し
た
場
合
の
、
調
整
の
法
理
を
生
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
調
整
は
、
領
域

主
権
原
理
が
む
し
ろ
『
内
在
的
』
に
要
請
す
る
も
の
で
あ
り
（
51
）」、
そ
こ
に
「
相
対
化
」
の
意
味
も
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
領
域
管
理
原

則
と
は
「
対
等
な
権
利
の
調
整
の
法
理
で
あ
る
（
52
）」
と
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
は
、
領
域
主
権
に
限
ら
ず
国
際
社
会
に
お
い
て
は
主
権
が
一
般
的
に
制
限
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る

者
も
い
る
。
例
え
ば
Ｂ
・
コ
ン
フ
ォ
ル
テ
ィ
は
、
実
際
に
締
結
さ
れ
て
い
る
多
く
の
条
約
を
例
に
出
し
、
特
に
人
権
保
護
関
係
（
拷
問

禁
止
条
約
な
ど
）
を
例
示
し
な
が
ら
、
そ
の
中
の
国
家
に
対
す
る
義
務
規
定
な
ど
に
よ
っ
て
国
家
主
権
の
具
体
的
発
現
に
対
す
る
制
限

あ
る
い
は
規
制
が
行
わ
れ
て
い
る
（
53
）、

と
い
う
。
ま
た
ノ
ッ
テ
ボ
ー
ム
事
件
判
決
（
国
際
司
法
裁
判
所
一
九
五
五
年
六
月
四
日
）
を
採
り
上
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げ
、
従
来
、
国
家
主
権
の
問
題
と
さ
れ
て
き
た
国
籍
付
与
に
関
し
て
も
、
そ
の
効
力
は
国
内
法
の
段
階
に
お
い
て
は
と
も
か
く
国
際
法

の
段
階
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
真
正
結
合
無
し
に
国
籍
の
付
与
を
国
際
的
に
正
当
化
で
き
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
54
）、

と
い
い
、

少
な
く
と
も
国
際
的
な
場
面
に
お
け
る
主
権
の
規
制
と
い
う
現
状
及
び
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
国
家
を
超
え
た
超
国

家
的
傾
向
と
い
う
理
解
で
は
な
く
、
国
家
主
権
の
存
在
と
発
現
の
自
由
を
前
提
に
し
て
、
国
内
法
制
度
と
の
整
合
性
を
念
頭
に
お
き
つ

つ
条
約
を
作
成
し
、
加
入
す
る
と
い
う
現
実
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
二
次
大
戦
後
の
国
際
法
社
会
の
大
枠
あ
る
い
は
示
唆
さ

れ
た
方
向
性
の
中
で
、
主
権
間
の
調
整
を
当
該
方
向
性
に
合
わ
せ
な
が
ら
実
行
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
と
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
（
55
）。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
見
解
の
相
違
は
何
処
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
執
筆
者
の
す
べ
て
の
文
献
を
精
査
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
の
相
違
が
見
解
の
違
い
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
前
者
（
山
本
）
は
、
国
際
社
会
で
実
際
に

生
起
し
て
い
る
様
々
な
国
際
（
行
政
）
機
関
と
そ
の
背
景
た
る
状
況
に
基
づ
い
て
、
実
態
的
に
導
き
出
し
た
認
識
に
基
づ
い
て
主
張
・

展
開
さ
れ
て
お
り
、
国
家
を
超
え
る
と
い
う
考
え
方
に
つ
な
が
り
易
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
（
対
等
な
権
利
の
調
整

の
法
理
）
は
、
主
と
し
て
国
際
裁
判
の
分
析
に
依
拠
し
て
い
る
。
法
律
学
と
し
て
は
判
例
を
扱
う
の
は
常
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
全

く
問
題
は
な
い
が
、
未
だ
十
分
に
組
織
化
さ
れ
て
い
な
い
―
ゆ
え
に
国
際
行
政
法
の
研
究
も
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
―
国
際
社
会
に
お

け
る
裁
判
は
、
紛
争
当
事
国
の
利
害
の
調
整
と
い
う
民
事
法
的
な
傾
向
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
よ
う
な
裁
判
例
に

基
づ
い
て
領
域
管
理
原
則
を
研
究
す
る
な
ら
ば
、
国
家
を
超
え
る
と
い
う
性
質
よ
り
も
紛
争
当
事
国
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
主
権
の
調
整
と

い
う
性
質
が
見
出
さ
れ
る
蓋
然
性
が
高
く
な
る
。
ま
た
最
後
の
見
解
は
、
前
二
者
に
も
共
通
し
て
い
る
国
際
法
社
会
の
大
枠
を
よ
り
直

接
的
に
反
映
し
た
認
識
に
基
づ
い
て
表
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
で
こ
れ
ら
の
見
解
を
理
解
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
共
通
の
理
解
に
基
づ
き
な
が
ら
、
領
域
主
権
あ
る
い
は
領
域
管
理
原
則
の
一
側
面
を
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そ
れ
ぞ
れ
表
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
2
）
国
際
関
係
論
に
お
け
る
認
識
―
時
間
と
い
う
視
点
―

　

組
織
化
さ
れ
た
社
会
の
ほ
と
ん
ど
の
法
制
度
は
時
間
制
度
で
あ
る
（
56
）。

年
齢
計
算
、
定
年
の
設
定
や
労
働
時
間
、
授
業
時
間
等
々
、
法

制
度
の
相
当
の
部
分
が
時
間
の
制
度
に
な
っ
て
い
る
あ
る
い
は
時
間
を
基
礎
に
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
間

制
度
は
、
い
わ
ゆ
る
直
線
的
時
間
制
度
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
過
去
・
現
在
・
未
来
、
先
進
・
途
上
、
進
化
・
発
展
と
い
っ
た
観
念
お

よ
び
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
領
域
主
権
観
念
お
よ
び
学
説
も
、
時
間
経
過
に
よ
る
変
化
で

あ
り
、
地
域
別
・
分
野
別
・
項
目
別
に
領
域
主
権
観
念
が
相
違
す
る
と
云
う
指
摘
も
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
実
質
的
な
時
間
経
過
（
発
展

段
階
と
も
い
い
得
る
）
の
相
違
を
云
い
表
し
て
い
る
。

　

そ
れ
と
同
時
に
、
各
分
野
別
に
異
な
っ
て
い
る
時
間
経
過
が
、
現
在
と
い
う
同
一
の
時
間
帯
に
併
存
し
て
い
る
。
こ
の
併
存
状
態

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
国
家
の
行
動
を
基
礎
づ
け
る
原
理
な
い
し
原
則
の
相
違
を
確
定
す
る
。
し
か
し
、
異
な
る
時
間
的
性

格
を
帯
び
た
原
理
・
原
則
が
現
在
と
い
う
同
一
の
時
間
帯
に
併
存
し
て
い
る
限
り
は
、
当
該
原
理
・
原
則
も
現
在
の
枠
組
み
の
中
で
存

在
お
よ
び
行
使
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
当
該
枠
組
み
か
ら
逸
脱
す
れ
ば
、
通
常
は
国
際
法
違
反
行
為
（
国
際
不
法
行
為
・
国
際
違
法
行

為
）
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
中
央
集
権
化
さ
れ
て
い
な
い
国
際
社
会
で
は
、
多
く
の
正
義
が
併
存
し
て
い
る
た

め
、
国
際
紛
争
と
は
い
わ
ば
正
義
対
正
義
の
衝
突
と
い
う
性
格
を
有
し
て
お
り
（
大
抵
が
共
通
の
事
実
に
対
す
る
評
価
の
相
違
―
つ
ま
り

規
準
た
る
法
規
範
の
相
違
―
で
あ
る
場
合
が
多
い
）、
ど
ち
ら
の
正
義
が
そ
の
時
間
帯
お
よ
び
地
域
あ
る
い
は
項
目
に
お
け
る
国
際
社
会
共

通
の
正
義
に
近
い
か
と
い
う
規
準
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
当
該
時
間
帯
が
同
じ
で
、
原
理
・
原
則
も
ほ
ぼ
共
通
化

し
、
正
義
の
共
通
性
の
程
度
が
高
い
と
こ
ろ
で
は
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
な
か
で
も
裁
判
に
よ
る
解
決
の
成
功
率
が
高
く
な
る
と
考
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え
ら
れ
る
。

　

領
域
主
権
の
問
題
に
関
し
て
、
こ
の
よ
う
な
法
的
な
視
点
と
は
別
の
と
ら
え
方
が
、
国
際
関
係
論
な
い
し
国
際
（
関
係
）
学
に
あ

る
。
例
え
ば
田
中
明
彦
『
新
し
い
「
中
世
（
57
）」』
で
は
、
こ
の
異
な
る
時
間
帯
の
併
存
と
い
う
発
想
及
び
認
識
と
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
を
別

の
表
現
で
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
第
一
圏
域
・
第
二
圏
域
・
第
三
圏
域
と
い
う
分
類
お
よ
び
「
近
代
」
と
「
新
し
い
中
世
」
の
き
し

み
、
と
い
う
指
摘
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
特
に
東
ア
ジ
ア
に
関
し
て
は
、「
第
一
圏
域
に
属
す
る
日
本
は
、
一
方
で
『
新
し
い
中
世
』

的
国
際
関
係
に
身
を
お
き
な
が
ら
、
他
方
で
未
だ
に
『
近
代
』
的
な
要
素
を
ぎ
ら
ぎ
ら
と
輝
か
せ
て
い
る
国
々
と
対
峙
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
58
）。」

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
同
書
の
執
筆
時
と
現
在
（
二
〇
一
二
年
）
で
は
、
国
際
関
係
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
点
に
も
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
59
）。

　

こ
の
よ
う
な
思
考
に
基
づ
け
ば
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
の
み
な
ら
ず
他
の
地
域
と
比
較
し
て
も
、
と
く
に
、
極
東
地
域
は
、
経
済
的

な
相
互
依
存
が
著
し
く
緊
密
化
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
の
適
用
環
境
に
大
き
な
格
差
が
あ
る
よ
う
に
思
え

る
（
60
）。」
と
い
う
状
況
の
東
ア
ジ
ア
地
域
に
発
生
し
て
い
る
諸
問
題
（
領
土
帰
属
問
題
を
含
む
）
も
、
紛
争
当
事
国
の
そ
れ
ぞ
れ
が
依
拠
し

て
い
る
時
間
的
性
格
を
帯
び
た
原
理
・
原
則
を
解
明
し
、
そ
れ
を
現
在
と
い
う
時
間
枠
の
中
で
許
容
さ
れ
る
方
法
で
処
理
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

三
　
結
論
―
ま
と
め
と
課
題
―

　

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
の
有
す
る
領
土
問
題
は
、
単
に
事
実
関
係
の
み
を
提
示
し
て
も
解
決
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
係
争

国
間
に
適
用
法
及
び
そ
の
土
台
と
な
る
観
念
の
相
違
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
り
、
日
本
に
と
っ
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
領
土
問
題
が
法
論
理

的
に
関
連
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
承
知
の
上
で
、
各
問
題
に
於
い
て
関
係
諸
事
実
が
有
す
る
意
味
を
明
確
に
理
解
し
て
調
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注

（
1
）　

一
つ
の
問
題
が
時
代
の
変
遷
を
経
て
異
な
る
意
味
を
有
す
る
問
題
と
し
て
継
続
し
て
い
る
例
と
し
て
、
海
洋
漁
業
資
源
が
従
来
の
経
済
的
資
源
と
い

う
観
点
か
ら
の
保
護
だ
け
で
な
く
、
当
該
資
源
自
体
が
他
の
生
態
系
と
と
も
に
環
境
問
題
化
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
国
連
海
洋
法
条
約
の
み
な
ら
ず
、

査
・
提
示
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
な
り
の
意
義
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
国
際
法
学
の
視
点
か
ら
は
領
域
主
権
観
念
が
帰
属
か
ら
管
理
に
変
遷
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、
ま
た
実
際
に
日
韓
の
間
で
い
わ

ゆ
る
北
部
協
定
と
南
部
協
定
が
締
結
さ
れ
て
（
と
も
に
一
九
七
八
年
発
効
）、
南
部
協
定
に
於
い
て
大
陸
棚
に
関
す
る
共
同
開
発
区
域

（
Ｊ
Ｄ
Ｚ
／Joint D

evelopm
ent Zone

）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
を
考
え
れ
ば
、
領
域
主
権
の
管
理
原
則
へ
の
変
更
も
現
実

味
を
帯
び
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
国
際
関
係
論
の
視
点
の
一
つ
を
と
れ
ば
、
日
韓
で
の
共
同
化
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
日
本
が
第
一
圏
域
で
、
韓
国
は
第
二

圏
域
で
あ
り
な
が
ら
も
第
一
圏
域
に
も
架
か
っ
て
い
る
位
置
に
あ
る
国
家
同
士
で
あ
る
こ
と
が
理
由
と
な
る
。
だ
が
日
中
間
で
は
、
中

国
は
明
ら
か
に
第
二
圏
域
に
属
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
未
だ
武
力
の
行
使
が
国
際
関
係
の
重
要
且
つ
現
実
的
な
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
故
に
、
異
な
る
圏
域
間
で
共
通
す
る
紛
争
解
決
方
法
を
見
つ
け
出
す
の
は
、
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

　

こ
れ
ら
の
諸
要
素
が
絡
み
合
い
つ
つ
領
域
（
領
土
）
問
題
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
、
日
本
の
有
す
る
当
該
問
題
を
解
決
に
導
く
こ

と
が
出
来
な
い
理
由
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
国
際
法
、
国
際
関
係
論
及
び
そ
の
他
の
研
究
を
総
合
し
な
け
れ
ば
、
解
決
の
方
向
性

を
見
出
す
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
れ
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
思
料
で
き
る
。

以
上
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そ
の
他
の
条
約
等
に
よ
っ
て
環
境
問
題
化
し
た
漁
業
資
源
の
「
環
境
保
護
」
が
、
複
数
の
制
度
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ

う
。（
都
留
康
子
「
海
洋
漁
業
資
源
ガ
バ
ナ
ン
ス
現
状
と
課
題
―
重
層
化
す
る
制
度
の
協
働
の
模
索
―
」『
世
界
法
年
報
』
第
二
十
七
号
、
二
〇
〇
八
年
、

所
収
）。

（
2
）　

調
査
及
び
立
法
考
査
局
（
塚
本
孝
）「
北
方
領
土
問
題
の
経
緯
【
第
四
版
】」
国
立
国
会
図
書
館ISSU

E BRIEF N
U

M
BER 697

『
調
査
と
情
報
』

第
六
九
七
号
（
二
〇
一
一
年
二
月
三
日
）
二
頁
、
六
～
七
頁
参
照
。
落
合
忠
士
『
北
方
領
土
―
そ
の
歴
史
的
事
実
と
政
治
的
背
景
―
』（
鷹
書
房
、

一
九
七
一
年
）
参
照
。
太
壽
堂
鼎
『
領
土
帰
属
の
国
際
法
』（
東
信
堂
、
一
九
九
八
年
）
一
九
〇
～
一
九
七
頁
参
照
。

（
3
）　

調
査
及
び
立
法
考
査
局
（
塚
本
孝
）「
竹
島
領
有
権
問
題
の
経
緯
【
第
三
版
】」
国
立
国
会
図
書
館ISSU

E BRIEF N
U

M
BER 701

『
調
査
と
情

報
』
第
七
〇
一
号
（
二
〇
一
一
年
二
月
二
十
二
日
）
二
頁
参
照
。
太
壽
堂
、
前
掲
書
、
一
二
五
～
一
五
六
頁
、
一
九
七
～
二
〇
〇
頁
参
照
。

（
4
）　

調
査
及
び
立
法
考
査
局
、
前
掲
論
文
（
塚
本
）、
二
頁
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
当
時
の
朝
鮮
も
鎖
国
で
あ
っ
た
と
い
う
。

（
5
）　

同
論
文
、
六
頁
参
照
。

（
6
）　

同
論
文
、
七
頁
参
照
。
同
論
文
（
九
頁
）
に
よ
れ
ば
、
対
日
平
和
条
約
作
成
過
程
で
韓
国
政
府
か
ら
要
求
さ
れ
た
修
正
案
に
対
し
て
、
米
国
の
ラ
ス

ク
国
務
長
官
補
佐
は
国
務
長
官
に
代
わ
り
、「
合
衆
国
政
府
は
…
［
中
略
］
…
ド
ク
島
ま
た
は
竹
島
な
い
し
リ
ア
ン
ク
ー
ル
岩
と
し
て
知
ら
れ
る
島
に
関

し
て
は
、
こ
の
通
常
無
人
で
あ
る
岩
島
は
、
我
々
の
情
報
に
よ
れ
ば
朝
鮮
の
一
部
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
こ
と
が
決
し
て
な
く
、
一
九
〇
五
年
こ
ろ
か
ら

日
本
の
島
根
県
隠
岐
支
庁
の
管
轄
下
に
あ
る
。
こ
の
島
は
、
か
つ
て
朝
鮮
に
よ
っ
て
領
土
主
張
が
な
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。」
と
い
い
、
当
該
修
正

要
求
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。

（
7
）　

外
交
防
衛
課
（
濱
川
今
日
子
）「
尖
閣
諸
島
の
領
有
を
め
ぐ
る
論
点
―
日
中
両
国
の
見
解
を
中
心
に
―
」
国
立
国
会
図
書
館ISSU

E BRIEF 

N
U

M
BER 565

『
調
査
と
情
報
』
第
五
六
五
号
（
二
〇
〇
七
年
二
月
二
十
八
日
）
五
頁
参
照
。
外
務
省
情
報
文
化
局
『
尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
』（
一
九
七
二

年
）
お
よ
び
緑
間
栄
『
尖
閣
列
島
』（
ひ
る
ぎ
社
、
一
九
九
三
年
）
な
ど
を
参
照
。
太
壽
堂
、
前
掲
書
、
二
〇
〇
～
二
〇
六
頁
参
照
。

（
8
）　

本
稿
は
、
拙
稿
「
領
土
問
題
の
根
底
に
あ
る
も
の
―
日
本
の
領
土
問
題
は
な
ぜ
解
決
に
至
ら
な
い
の
か
―
」
東
洋
大
学
通
信
教
育
部
『
東
洋
通
信
』

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
五
月
）
三
十
三
～
四
十
八
頁
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
記
す
る
。

（
9
）　

大
沼
保
昭
『
戦
争
責
任
論
序
説
―
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
の
形
成
過
程
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
と
拘
束
性
―
』（
東
大
出
版
会
、
一
九
七
五
年
）
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八
～
三
一
五
頁
。
こ
の
と
き
の
様
子
を
同
書
は
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。「
米
国
は
、
国
際
軍
事
裁
判
所
条
例
［
東
京
裁
判
条
例
］
の
犯
罪
定
義
規

定
に
侵
略
戦
争
の
開
始
、
遂
行
を
含
め
る
よ
う
強
く
主
張
し
、
さ
ら
に
侵
略
の
定
義
を
も
規
定
す
る
よ
う
主
張
し
た
が
、
こ
れ
は
、
米
国
代
表
ジ
ャ
ク
ソ

ン
が
率
直
に
認
め
た
よ
う
に
、
侵
略
戦
争
を
犯
罪
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
、
自
国
民
に
対
す
る
米
国
政
府
の
立
場
上
必
要
で
あ
る
と
い
う
国
内
政
治
上

の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
米
国
政
府
は
、
一
貫
し
て
国
民
に
侵
略
戦
争
の
違
法
性
を
説
き
続
け
、
政
策
の
基
礎
を
そ
の
点
に
求
め
て

き
た
。
こ
こ
で
侵
略
戦
争
を
犯
罪
と
規
定
し
な
い
条
例
を
受
け
入
れ
る
な
ら
、
従
来
の
米
国
政
府
の
立
場
が
誤
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
国
民
に
対
し
て
認
め

る
こ
と
に
な
る
。
米
国
政
府
に
と
っ
て
そ
れ
は
決
定
的
な
打
撃
故
、
条
例
に
は
如
何
な
る
犠
牲
を
払
っ
て
も
―
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
た
と

え
条
例
が
不
成
立
に
終
わ
っ
て
も
―
侵
略
戦
争
が
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ロ
ン
ド
ン
会
議
で
侵
略
戦
争
違
法
観
を
強
硬
に
主

張
し
た
米
国
政
府
の
立
場
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
米
国
政
府
に
と
っ
て
、
侵
略
戦
争
違
法
観
が
、
そ
れ
自
身
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ

て
い
る
の
で
な
く
、
他
の
現
実
的
な
利
益
―
こ
こ
で
は
、
米
国
政
府
の
従
来
か
ら
の
立
場
を
条
例
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、［
米
国
］
国
民
に
右
の

立
場
の
正
当
性
を
事
後
的
に
証
明
し
、
国
民
の
政
府
に
対
す
る
信
頼
感
を
確
保
す
る
―
に
仕
え
る
道
具
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
」。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
ジ
ャ
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
、
侵
略
戦
争
の
開
始
は
犯
罪
で
あ
り
、
如
何
な
る
政
治
的
・
経
済
的
事
情
も
こ
れ
を
正
当
化
で
き
な
い

と
い
う
命
題
が
否
認
さ
れ
る
こ
と
は
、
従
来
の
米
国
政
府
の
、
そ
し
て
自
身
の
立
脚
点
の
全
面
的
否
認
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
次

の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
　
『
右
の
命
題
が
条
例
に
規
定
さ
れ
な
い
な
ら
、
米
国
政
府
は
、
そ
し
て
自
分
は
、
国
民
に
対
し
て
虚
偽
の
主
張
な
い
し
誤
っ
た
主
張
を
し
て
き
た
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
国
際
軍
事
裁
判
所
［
東
京
裁
判
］
は
、
自
己
を
含
む
米
国
政
府
の
政
策
が
正
し
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
こ
そ
設
立
さ
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
虚
偽
で
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
間
違
っ
て
い
た
と
告
白
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
も
し
後
者
の
結
果
が
も
た
ら
さ
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
国
際
軍
事
裁
判
所
な
ど
は
設
立
し
な
い
ほ
う
が
ま
し
で
あ
る
。』

　
　

ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
、
右
の
考
え
を
英
仏
ソ
三
国
代
表
に
率
直
に
表
明
し
、
侵
略
戦
争
違
法
観
が
犯
罪
定
義
規
定
の
中
に
受
け
入
れ
ら
れ
ぬ
場
合
は
、
国
際

軍
事
裁
判
所
の
不
成
立
も
辞
せ
ず
、
と
い
う
強
い
態
度
を
示
し
た
。
米
国
不
参
加
の
国
際
軍
事
裁
判
所
が
著
し
く
そ
の
光
彩
を
減
ず
る
こ
と
を
熟
知
し
て

い
た
他
の
三
国
代
表
は
、
右
の
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
恫
喝
を
前
に
不
承
不
承
、
米
国
の
主
張
を
認
め
た
。
か
く
し
て
、
条
例
に
は
侵
略
戦
争
の
開
始
、
遂
行
が

犯
罪
と
し
て
定
義
さ
れ
、
今
日
の
『
平
和
に
対
す
る
罪
』
の
一
内
容
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」（
同
書
、
三
六
三
～
三
七
八
頁
）。
こ
の
戦
争
観
念
と
東
京
裁
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判
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
戦
後
日
本
の
課
題
と
検
討
』（
虹
有
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
～
二
十
八
頁
参
照
の
こ
と
。

（
10
）　

例
え
ば
侵
略
戦
争
違
法
観
は
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
す
で
に
成
立
し
て
い
た
と
す
る
根
拠
を
次
の
よ
う
に
言
う
が
、
そ
れ
に
対
す
る
反
論
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
一
九
〇
七
年
の
第
二
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
で
「
契
約
上
の
債
権
回
収
の
た
め
に
す
る
兵
力
使
用
制
限
に
関
す
る
条
約
」（
ポ
ー

タ
ー
条
約
・
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
が
提
唱
）
で
、
私
人
と
の
契
約
履
行
の
た
め
に
本
国
が
武
力
を
用
い
て
介
入
す
る
こ
と
を
排
除
す
る
こ
と
を
規
定

し
、
一
九
一
三
年
～
一
九
一
四
年
の
「
ブ
ラ
イ
ア
ン
条
約
」（
ア
メ
リ
カ
諸
国
間
の
二
国
間
条
約
）
で
は
、
一
定
の
紛
争
を
常
設
委
員
会
に
付
託
す
る
義

務
を
定
め
、
委
員
会
報
告
終
了
ま
で
兵
力
の
使
用
を
禁
止
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
ま
た
国
際
連
盟
規
約
第
十
二
条
第
一
項
は
連
盟
理
事
会
に
よ
る
審

査
、
同
第
二
項
は
三
ヶ
月
の
冷
却
期
間
内
で
の
戦
争
の
禁
止
、
第
十
三
条
第
四
項
は
判
決
に
服
す
る
国
に
対
す
る
戦
争
の
禁
止
、
第
十
五
条
第
六
項
は
勧

告
服
従
国
に
対
す
る
戦
争
の
禁
止
を
定
め
て
い
た
。
一
九
二
三
年
の
「
相
互
援
助
条
約
案
」
で
は
「
侵
略
戦
争
は
国
際
犯
罪
で
あ
る
」
と
明
言
し
、

一
九
二
四
年
の
「
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
議
定
書
」（
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
議
定
書
）
で
は
、
国
際
連
盟
決
議
に
基
づ
く
以
外
の
戦
争
を
禁
止
、
一
九
二
八
年
の

「
不
戦
条
約
」（
パ
リ
条
約
ま
た
は
ブ
リ
ア
ン
・
ケ
ロ
ッ
グ
条
約
）
第
一
条
は
「
国
家
の
政
策
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
の
放
棄
」、
第
二
条
は
「
紛
争
の
平

和
的
解
決
」
を
定
め
て
い
た
。
一
九
三
二
年
の
「
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
」
は
不
戦
条
約
違
反
の
あ
ら
ゆ
る
事
態
・
条
約
・
協
定
の
不
承
認
を
主

張
し
、
一
九
三
三
年
の
「
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
不
戦
条
約
」（
中
南
米
諸
国
間
で
締
結
）
で
は
侵
略
戦
争
を
非
難
し
て
い
た
。

　
　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
一
見
す
る
と
あ
た
か
も
戦
争
の
違
法
化
が
国

際
慣
習
ま
た
は
慣
習
法
と
し
て
成
立
し
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
条
約
等
を
個
別
か
つ
詳
細
に
調
べ
る
と
、
ど
れ
も
法
的

な
意
味
で
の
慣
習
ま
た
は
慣
習
法
の
成
立
要
因
に
は
な
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　

例
え
ば
、
一
九
〇
七
年
の
「
ポ
ー
タ
ー
条
約
」
は
、
国
家
対
国
家
に
お
け
る
武
力
行
使
で
は
な
く
、
私
人
の
契
約
の
履
行
に
国
家
が
武
力
を
用
い
て
介

入
す
る
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
従
来
の
無
差
別
戦
争
観
に
お
け
る
国
家
の
対
外
政
策
と
し
て
の
武
力
行
使
と
は
異
な
る
対
象
を
念
頭
に
置

い
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
も
っ
て
戦
争
の
禁
止
が
全
世
界
に
認
め
ら
れ
た
と
い
う
に
は
、
無
理
が
あ
る
。
ま
た
「
ブ
ラ
イ
ア
ン
条
約
」
は
、
委
員
会
報
告

ま
で
の
兵
力
使
用
の
禁
止
を
定
め
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
後
の
兵
力
使
用
に
つ
い
て
は
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
定
期
間
の
戦
争
の
モ
ラ
ト
リ
ア

ム
に
は
な
っ
て
も
、
兵
力
使
用
の
完
全
な
違
法
化
を
定
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
国
際
連
盟
規
約
」
に
お
い
て
も
、
戦
争
を
当
事
国
の
何
ら
か
の
戦

意
表
明
に
よ
っ
て
成
立
す
る
法
状
態
と
捉
え
、
単
に
手
続
上
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。「
相
互
援
助
条
約
案
」
で
は
、
侵
略
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戦
争
を
国
際
犯
罪
と
し
な
が
ら
も
、
侵
略
そ
の
も
の
の
定
義
が
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
勧
告
や
判
決
を
受
諾
し
な
か
っ
た
国
に
対
し
て
行
わ
れ
る
戦
争
は

侵
略
戦
争
と
み
な
さ
れ
な
い
（
条
約
案
第
一
条
）
と
し
た
た
め
、
戦
争
制
限
に
と
っ
て
は
無
力
で
あ
り
、
ま
た
結
局
は
案
の
ま
ま
で
実
定
法
化
し
な
か
っ

た
（
成
立
し
な
か
っ
た
）。「
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
議
定
書
」
も
同
様
に
成
立
し
な
か
っ
た
。「
不
戦
条
約
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
規
定
内
容
が
限
定
的

で
あ
っ
た
た
め
、
実
際
に
は
戦
争
の
禁
止
に
と
っ
て
多
く
の
抜
け
道
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。「
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
」
に
つ
い
て
は
、
厳
密
に

言
え
ば
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
い
う
一
国
の
ド
ク
ト
リ
ン
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
が
全
世
界
の
国
々
を
拘
束
す
る
と
は
い
え
な
い
。「
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
不
戦

条
約
」
も
実
質
は
不
戦
条
約
と
同
様
で
あ
る
。

　
　

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
戦
争
違
法
化
ア
メ
リ
カ
委
員
会
設
立
（
一
九
二
一
年
）
や
一
九
二
五
年
の
軍
縮
会
議
開
催
要
請
決
議
（
連
盟
総
会
の
決
議
の
一
つ

で
、
侵
略
戦
争
を
国
際
犯
罪
と
み
な
す
べ
き
こ
と
を
宣
言
し
た
）、
一
九
二
七
年
の
侵
略
戦
争
に
関
す
る
宣
言
決
議
（
連
盟
総
会
決
議
で
、
侵
略
戦
争
の

禁
止
を
謳
っ
た
）、
一
九
二
八
年
の
第
六
回
米
州
国
際
会
議
決
議
（
侵
略
戦
争
を
人
類
に
対
す
る
犯
罪
と
し
、
す
べ
て
の
侵
略
戦
争
の
禁
止
を
宣
言
）
な

ど
を
示
す
論
者
も
い
る
が
、
戦
争
違
法
化
ア
メ
リ
カ
委
員
会
と
は
、
ソ
ル
モ
ン
・
レ
ー
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
米
国
の
民
間
団
体
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
民
間
団
体
の
設
立
が
慣
習
国
際
法
形
成
の
要
因
に
な
る
と
は
言
い
得
な
い
。
ま
た
三
つ
の
決
議
は
、
そ
れ
が
決
議
で
あ
る
ゆ
え
に
法
的
拘
束

力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　

以
上
の
よ
う
に
詳
細
に
見
て
ゆ
く
と
、
国
際
法
社
会
全
体
を
拘
束
す
る
条
約
と
し
て
は
未
成
立
な
も
の
、
法
的
拘
束
力
の
な
い
も
の
、
い
わ
ゆ
る
「
ザ

ル
法
」
で
あ
る
も
の
、
定
義
の
不
十
分
な
も
の
、
一
国
だ
け
の
ド
ク
ト
リ
ン
や
民
間
団
体
の
設
立
と
い
っ
た
普
遍
性
の
な
い
も
の
、
こ
の
よ
う
な
も
の
ば

か
り
で
あ
る
こ
と
が
歴
然
と
し
て
い
る
。
当
時
の
多
く
の
人
々
の
中
に
、
戦
争
（
武
力
行
使
）
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
考
え
や
気
持
ち
が
あ
っ
た
こ
と
は

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
慣
習
国
際
法
の
成
立
要
件
に
照
ら
す
と
、
一
般
的
慣
行
の
実
体
が
伴
っ
て
い
な
か
っ
た
、
す
な
わ
ち
表
面
上
は
戦

争
違
法
化
の
一
般
的
慣
行
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
は
当
該
違
法
化
が
実
行
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た

戦
争
違
法
化
の
萌
芽
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
法
的
確
信
に
ま
で
昇
華
さ
れ
て
い
た
と
も
断
言
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
法
理
論
か
ら
い
え
ば
、

戦
前
成
立
説
の
主
張
す
る
根
拠
を
も
っ
て
戦
争
の
違
法
化
が
慣
習
国
際
法
と
し
て
戦
前
に
既
に
成
立
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
　

こ
れ
ら
の
米
国
の
主
張
に
関
し
て
は
、
大
沼
、
前
掲
書
に
依
拠
し
た
ほ
か
に
、
防
衛
庁
編
集
協
力
『
セ
キ
ュ
リ
タ
リ
ア
ン
』
一
〇
月
号
（
二
〇
〇
一

年
）
の
「
国
際
法
の
歴
史
と
未
来
」（
大
沼
保
昭
）
お
よ
び
、
シ
エ
ル
ド
ン
・
グ
リ
ユ
ッ
ク
『
戦
争
犯
罪
の
法
理
』
横
田
喜
三
郎
訳
（
逍
遥
書
院
、
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一
九
四
八
年
）
を
参
照
し
た
。
こ
の
原
書
名
は
、Sheldon Glueck, T

he N
uernberg T

rial and A
ggressive W

ar

で
あ
り
、「
こ
の
書
物
は
、
連
合

国
最
高
司
令
部
に
よ
っ
て
、
と
く
に
翻
訳
を
許
さ
れ
た
最
初
の
一
〇
〇
冊
の
う
ち
の
一
冊
で
あ
る
。」（
訳
者
「
は
し
が
き
」
よ
り
）。
そ
の
内
容
は
、
ま

さ
に
米
国
の
代
弁
で
あ
る
。

　
　

勿
論
、
こ
の
よ
う
な
米
国
の
考
え
と
は
別
に
、
侵
略
戦
争
違
法
観
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
と
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
間
期
に
お
い
て
ユ
ス
・
コ
ー
ゲ
ン

ス
と
し
て
確
立
し
て
い
た
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
連
合
国
の
戦
後
処
理
を
連
合
国
（
＝
国
連
）
と
い
う
国
際
組
織
の
平
和
回
復
と
再
建
の
た
め

の
法
的
機
能
と
し
て
と
ら
え
る
か
ぎ
り
、「
平
和
に
対
す
る
罪
」
の
観
念
は
戦
間
期
と
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
争
期
間
中
を
通
じ
て
明
確
に
確
立
し
て
い

た
と
見
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
り
、「
平
和
に
対
す
る
罪
」
は
、
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
国
際
軍
事
裁
判
所
や
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
の
設
置
に
よ
っ
て
始
め

て
創
設
さ
れ
た
観
念
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
遡
及
性
を
も
た
せ
な
い
限
り
処
罰
権
を
行
使
し
得
な
い
犯
罪
類
型
だ
と
は
決
し
て
い
え
な
い
の
で
あ
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
後
述
す
る
米
国
の
中
立
法
規
違
反
に
関
し
て
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
連
合
国
の
武
力
行
使
の
集
団
的
正
当
化
（collective 

legitim
ization

）
の
法
理
が
作
用
す
る
戦
争
で
あ
っ
た
と
す
る
学
説
は
既
に
定
着
し
て
い
る
と
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
英
国
に
対
す
る
米
国
の
武
器

貸
与
協
定
（T

he Lend-Lease A
greem

ent

）
の
締
結
と
そ
の
履
行
は
、
一
九
二
八
年
の
不
戦
条
約
を
法
的
根
拠
と
し
、「
侵
略
」
に
対
抗
す
る
国
際

社
会
の
正
当
手
段
と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
「
第
二
次
大
戦
はʻcollective defense and sanctionʼ

の
行
動
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
る
ラ
ッ
ク
ス
（M

.

Lachs

）
の
見
解
を
引
い
て
い
る
主
張
も
あ
る
。
広
瀬
善
男
『
戦
後
日
本
の
再
構
築
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
六
年
）
一
九
四
～
一
九
九
頁
、
二
〇
六
頁
参

照
。

（
11
）　

最
近
の
も
の
と
し
て
は
、
次
の
研
究
が
あ
る
。
永
石
啓
高
「
戦
前
に
お
け
る
尖
閣
諸
島
の
法
的
地
位
」
苫
小
牧
駒
澤
大
学
『
苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀

要
』
第
二
十
四
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）
五
十
三
～
八
十
六
頁
。

（
12
）　Seokw

oo Lee, 

“Territorial D
isputes am

ong Japan, China and T
aiw

an Concerning the Senkaku Islands,

” Boundary and T
erri-

tory Briefing, vol. 3 N
o. 7, 

（U
niversity of D

urham
, 2002

）
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
尖
閣
問
題
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
尖

閣
諸
島
に
対
す
る
領
有
権
問
題
を
解
決
す
る
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
はcritical date

の
確
定
で
あ
る
。
つ
ま
り
中
国
側
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
日
本
が
当
該
諸

島
を
日
本
領
に
編
入
し
た
一
八
九
五
年
一
月
と
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
日
本
側
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
日
本
が
中
国
（
台
北
と
北
京
）
両
政
府
の
公
式
態

度
を
知
っ
た
一
九
七
一
年
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
台
北
と
北
京
の
双
方
と
も
主
と
し
て
歴
史
的
証
拠
に
依
拠
し
て
お
り
、
そ
の
立
証
性
は
疑
い
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な
く
高
い
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
日
本
は
尖
閣
問
題
と
直
接
関
係
す
る
、
最
も
近
々
の
国
家
権
力
行
使
行
為
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
か

ら
、
日
本
側
が
領
土
問
題
に
対
し
て
よ
り
強
い
主
張
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
件
のcritical date

は
、
日
本
が
主
張
す
る
よ
う

に
一
九
七
一
年
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
件
に
関
す
る
歴
史
上
の
証
拠
は
、
単
な
る
歴
史
と
し
て
そ
れ
自
体
が
価
値
を
有
す
る
の
で
な

く
、
領
域
の
取
得
及
び
喪
失
に
関
す
る
国
際
法
の
枠
内
で
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（Ibid., p.30.

）。
こ
こ
に
い
うcritical date

と

は
、Lauterpacht

に
よ
れ
ば
「
領
土
問
題
が
具
体
的
に
具
現
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
日
（date

）」
で
あ
る
こ
と
か
ら
（Ibid., p.10.

）、
尖
閣
問
題
に

つ
い
て
は
油
田
の
存
在
が
見
込
ま
れ
た
こ
と
に
関
連
し
て
一
九
七
一
年
が
当
該
日
に
当
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
国
際

法
の
枠
内
で
検
討
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
日
的
な
困
難
性
が
付
随
す
る
の
で
あ
り
、
軽
々
に
領
有
権
の
帰
属
に
つ
い
て
断
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
あ
る
。

（
13
）　

落
合
忠
士
『
北
方
領
土
―
そ
の
歴
史
的
事
実
と
政
治
的
背
景
―
』（
鷹
書
房
、
一
九
七
一
年
）
六
十
二
～
六
十
五
頁
参
照
。

（
14
）　

田
畑
茂
二
郎
『
現
代
国
際
法
の
課
題
』（
東
信
堂
、
一
九
九
一
年
）
三
～
三
十
九
頁
。Cf., Ige F. D

ekker and W
outer G. W

erner ed., G
overnence 

and International Legal T
heory, （M

artinus N
ijhoff, 2004

）, pp.125-155.

（
15
）　Ian Brow

nlie, Principles of Public International Law
, 5

th ed., （O
xford, 2002

）, pp.125-167.

（
16
）　

立
作
太
郎
「
國
際
法
上
の
國
家
の
觀
念
と
國
家
の
領
土
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
二
十
八
巻
第
三
号
（
一
九
二
九
年
）
一
～
二
十
二
頁
（
以
下
、

同
じ
）。

（
17
）　

石
村
修
「
憲
法
に
お
け
る
領
土
」
新
潟
大
学
『
法
政
理
論
』
第
三
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
七
三
～
一
七
四
頁
。

（
18
）　

同
論
文
、
一
七
四
頁
。

（
19
）　

同
論
文
、
同
頁
。

（
20
）　

同
論
文
、
一
七
五
頁
。
フ
リ
ッ
カ
ー
の
見
解
に
つ
い
て
、
立
は
批
判
的
に
紹
介
・
検
討
し
て
い
る
。
立
、
前
掲
論
文
（
注
16
）、
三
～
十
八
頁
。

（
21
）　

立
、
同
論
文
、
四
頁
。

（
22
）　

同
論
文
、
同
頁
。

（
23
）　

同
論
文
、
五
頁
。
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（
24
）　

石
村
、
前
掲
論
文
（
注
17
）、
二
十
五
頁
。

（
25
）　Riccardo Luzzatto e Fausto Pocar, Codice di D

iritto Internazionale Pubblico, （G.Giappichelli Editore, T
orino, 2006

）, p.278.
（
26
）　A

ndrew
 J.Y

oung, Law
 and Policy in the Space Stationsʼ E

ra, （N
ijhoff, 1989

）, p.153.
（
27
）　Bin Cheng, Studies in International Space Law

, （O
xford, 1997

）, pp.472-474.

（
28
）　

龍
澤
邦
彦
『
宇
宙
法
シ
ス
テ
ム
―
宇
宙
開
発
の
た
め
の
法
制
度
―
』（
丸
善
プ
ラ
ネ
ッ
ト
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
〇
～
二
十
五
頁
。

（
29
）　

納
家
政
嗣
「
二
〇
世
紀
に
お
け
る
国
家
主
権
の
変
容
」
国
際
法
学
会
編
『
国
際
社
会
の
法
と
政
治
』
日
本
と
国
際
法
の
一
〇
〇
年
第
一
巻
（
三
省

堂
、
二
〇
〇
一
年
）
三
十
六
頁
。

（
30
）　

大
沼
、
前
掲
書
（
注
9
）、
三
六
三
～
三
七
八
頁
参
照
。

（
31
）　

納
家
、
前
掲
論
文
（
注
29
）、
五
十
二
頁
。

（
32
）　

同
書
、
六
〇
頁
。

（
33
）　

兼
原
敦
子
「
領
域
使
用
の
管
理
責
任
原
則
に
お
け
る
領
域
主
権
の
相
対
化
」
村
瀬
信
也
・
奥
脇
直
也
編
集
代
表
『
国
家
管
轄
権
―
国
際
法
と
国
内
法

―
』
山
本
草
二
先
生
古
希
記
念
（
勁
草
書
房
、
一
九
九
八
年
）
一
七
九
頁
。

（
34
）　T

he Island of Palm
as Case 

（or M
iangas

）, U
nited States of A

m
erica v. T

he N
etherlands, Perm

anent Court of A
rbitration, T

he 

H
ague, 4 A

pril 1928, <http://w
w

w
.pca-cpa.org/show

page.asp?pag_id=1029>, <Island%
20of %

20Palm
as%

20aw
rd%

20only%
20+%

20

T
O

C ［1

］.pdf>, （6 June 2011, 15:24, T
okyo

）, p.4.

（
35
）　Ibid., p.8.

（
36
）　Ibid.

（
37
）　Ibid., p.9.

（
38
）　Cf., T

he Corfu Channel Case, the U
nited K

ingdom
 v. A

lbania, 9 A
pril 1949, ICJ R

eport 1949, pp.1-20. 

松
井
芳
郎
編
『
判
例
国
際

法
〔
第
二
版
〕』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
一
二
九
頁
参
照
。

（
39
）　

山
本
草
二
「
国
際
行
政
法
の
存
立
基
盤
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
六
十
七
巻
第
五
号
（
一
九
六
九
年
）
十
五
～
十
六
頁
。
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（
40
）　

同
論
文
、
二
十
六
頁
。

（
41
）　

同
論
文
、
同
頁
。

（
42
）　

同
論
文
、
四
十
二
頁
。

（
43
）　

同
論
文
、
四
十
三
頁
の
注
三
。
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
『
一
般
国
家
学
』（
改
版
第
九
刷
）
清
宮
四
郎
訳
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
二
二
八
～

二
四
六
頁
参
照
。
特
に
「
地
域
団
体
」
に
関
し
て
は
二
三
八
～
二
四
〇
頁
。
こ
の
文
章
の
中
に
は
、
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
法
に
も
関
係
す
る
内
容
が
含
ま

れ
て
お
り
、
示
唆
的
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
ま
た
特
に
注
目
さ
れ
得
る
の
は
、
本
書
で
は
随
所
に
「
時
間
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、「
国
家
の
要
素
中
に
、
も
と
よ
り
空
間
は
採
用
す
る
が
、
時
間
は
、
空
間
と
同
等
に
要
素
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
…
［
中
略
］

…
国
家
と
時
間
と
の
関
係
に
は
な
ん
ら
の
原
理
的
研
究
も
な
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」（
同
書
、
二
四
六
～
二
四
七
頁
）
等
々
、
重
要
な
指
摘
が

な
さ
れ
て
い
る
。

（
44
）　

山
本
、
前
掲
論
文
（
注
39
）、
四
十
三
頁
。

（
45
）　

同
論
文
、
同
頁
。

（
46
）　

同
論
文
、
同
頁
。

（
47
）　

兼
原
、
前
掲
論
文
（
注
33
）、
一
八
一
頁
。

（
48
）　

同
論
文
、
一
八
二
頁
。

（
49
）　

同
論
文
、
同
頁
。

（
50
）　

同
論
文
、
同
頁
。

（
51
）　

同
論
文
、
二
〇
一
頁
の
注
8
。

（
52
）　

同
論
文
、
一
八
〇
頁
。

（
53
）　Benedetto Conforti, D

iritto internazionale 7th ed., （Editoriale Scientifica, 2006

）, pp.183-188.

（
54
）　Ibid., p.185.

（
55
）　

第
二
次
大
戦
後
の
大
枠
と
方
向
性
と
は
、
い
わ
ゆ
る
侵
略
戦
争
違
法
観
（
戦
争
の
違
法
化
）
と
民
主
主
義
（
そ
の
基
準
と
し
て
の
人
権
保
障
）
で
あ
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る
と
考
え
ら
れ
る
（
大
沼
、
前
掲
書
（
注
９
）、
参
照
）。

（
56
）　

法
制
度
と
時
間
制
度
に
関
す
る
我
が
国
に
お
け
る
文
献
と
し
て
は
、
以
下
を
参
照
。
千
葉
正
士
『
法
と
時
間
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
ゲ
ル
ハ

ル
ト
・
ド
ー
ル
ン
・
フ
ァ
ン
・
ロ
ッ
ス
ム
『
時
間
の
歴
史
―
近
代
の
時
間
秩
序
の
誕
生
―
』
藤
田
幸
一
郎
・
篠
原
敏
昭
・
岩
波
敦
子
訳
（
大
月
書
店
、

一
九
九
九
年
）。

（
57
）　

田
中
明
彦
『
新
し
い
「
中
世
」』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
六
年
）。

（
58
）　

同
書
、
二
五
四
頁
。

（
59
）　

ヘ
ド
リ
ー
・
ブ
ル
『
国
際
社
会
論
―
ア
ナ
ー
キ
カ
ル
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
―
』
臼
杵
英
一
訳
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
で
は
、
近
代
社
会
と
伝
統

社
会
と
未
開
社
会
と
い
う
表
現
を
同
時
代
の
状
態
と
し
て
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
も
、
い
わ
ゆ
る
発
展
段
階
の
時
間
的
差
と
い
う
発
想
を
伺
い
知
る
こ
と

が
出
来
よ
う
（
例
え
ば
、
同
書
、
四
十
七
～
四
十
八
頁
）。

（
60
）　

大
谷
良
雄
「
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
合
同
国
際
法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
尖
閣
問
題
―
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
の
適
用
格
差
に
つ
い
て
―
」『
時
の
法
令
』
第

一
八
七
一
号
（
二
〇
一
〇
年
十
二
月
十
五
日
）
五
十
四
頁
。

―
さ
い
と
う　

ひ
ろ
し
・
法
学
部
教
授
―
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